
一
）
以
前
は
銀
札
が
用
．

た
。
こ
の
こ
と
は
熊
本
》

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

熊
本
藩
の
藩
札
は
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
か
ら
明
治
初
年
ま
で
一
六
○
年
余
断
絶
的
に
発
行
・
流
通
し
て
い
る
が
、
宝
暦
初
年
（
一
七
五

）
以
前
は
銀
札
が
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
以
後
は
御
銀
諸
預
・
小
物
成
方
預
な
ど
役
所
の
預
と
し
て
流
通
し

（
１
）

。
こ
の
こ
と
は
熊
本
藩
に
お
け
る
財
政
担
当
者
で
あ
っ
た
垣
塚
文
兵
衛
が
、
文
化
年
間
に
「
官
職
制
度
考
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し

当
国
に
は
貞
享
二
年
初
て
紙
紗
を
行
る
、
町
在
に
札
座
あ
り
、
何
方
々
全
に
有
と
云
事
を
不
知
、
二
十
五
年
行
れ
て
宝
永
六
年
に
止
む
、

妙
の
形
容
印
文
今
考
る
所
な
し
、
延
享
三
年
よ
り
又
紙
紗
行
る
、
宝
暦
の
初
止
む
、
此
紗
予
幼
年
の
時
先
姥
の
篭
に
納
め
置
き
し
を
見
及

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

へ
り
、
今
其
全
形
印
文
を
覚
へ
ず
、
寛
政
四
年
よ
り
又
行
る
、
是
は
往
昔
の
紙
幣
と
は
異
り
預
り
手
形
に
て
通
用
す
、
其
品
は
百
目
・
五

毛
、
イ
ロ

十
目
・
四
十
目
・
一
一
一
十
目
・
二
十
目
・
十
匁
・
五
匁
・
一
一
匁
五
分
．
一
匁
・
五
分
・
一
一
分
、
色
は
黄
・
青
・
降
白
、
印
文
袋
貌
購
龍
等
の

文
を
押
す
、
小
物
成
、
櫨
方
も
同
く
製
し
、
預
手
形
を
用
、
姦
民
多
く
詐
偽
し
て
真
贋
弁
し
難
く
、
民
間
便
と
せ
す
し
て
之
を
憂
と
す
、

此
れ
よ
り
金
銀
の
価
高
く
な
る
と
云
り

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行

は
じ
め
に

松
本
寿
三
郎

１



Ｕ
藩
札
発
行
に
つ
い
て
の
諸
説

（
５
）

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
発
行
に
つ
い
て
の
研
究
は
余
り
多
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
藩
札
の
始
期
に
つ
い
て
一
二
つ
の
意
見
が
あ
る

（
１
６
８
６
）
ギ
ン
サ
ッ

貞
享
一
一
年
説
「
官
職
制
度
考
」
は
じ
め
に
あ
げ
た
「
紙
幣
」
の
項
に
示
さ
れ
る
。
こ
の
説
は
も
う
一
つ
の
難
点
が
あ
り
、
中
止
の
時
期

を
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
１
７
０
３
）
（
５
）

元
禄
十
六
年
説
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
元
禄
十
六
年
の
項
に
「
○
同
年
美
未
八
月
ヨ
リ
御
国
中
銀
札
遣
ニ
ナ
ル
、
其
時
御
郡
奉
行
宮
部
久

右
衛
門
・
小
堀
角
右
衛
門
」
、
宝
永
四
年
の
項
に
「
同
年
丁
亥
十
一
月
銀
札
騒
動
、
元
禄
十
六
年
突
未
年
ヨ
リ
銀
札
出
テ
宝
永

四
年
マ
テ
五
年
ニ
テ
相
止
ム
、
銀
札
百
目
ニ
テ
米
一
俵
イ
タ
セ
シ
ナ
リ
」
と
あ
る
。

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

（
２
）

「
旧
章
略
記
」
で
も
同
じ
見
解
が
示
さ
れ
て
い
て
、
本
藩
で
は
前
期
の
銀
札
と
後
期
の
預
と
は
明
確
に
区
分
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
領
で
は

（
３
）

必
ら
ず
し
も
そ
う
は
理
解
し
な
か
っ
た
と
見
え
て
、
柳
河
藩
士
一
一
一
善
庸
札
は
『
御
国
家
損
益
本
論
』
（
天
保
十
一
一
一
年
）
に
お
い
て
、
銀
札
、
米

札
発
行
の
要
領
と
し
て
充
分
の
胴
銭
を
用
意
し
て
両
替
に
支
障
な
き
様
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
肥
後
銀
札
ノ
能
ク
通
用
ヲ
ナ
ス

ヲ
以
テ
可
考
」
と
述
べ
、
本
藩
の
預
を
銀
札
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
預
は
銭
百
目
札
、
銭
壱
匁
札
、
銭
五
分
札
な
ど
の
よ
う
に
賎
匁
札
の

（
４
）

制
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
藩
札
の
種
類
と
し
て
区
分
す
る
な
ら
ば
、
銀
札
か
ら
預
（
銭
匁
札
）
へ
推
移
し
た
と
云
え
よ
う
。

注
（
１
）
『
肥
後
文
献
躍
宙
』
第
１
巻
所
収

（
２
）
「
旧
章
略
記
」
（
照
本
法
学
第
皿
号
所
収
）
に
は
、
「
御
銀
所
〔
銭
〕
預
之
賎
、
志
水
次
兵
衛
二
遠
坂
関
内
申
談
候
て
、
寛
政
四
年
子
十
月
６
振
出
被

仰
付
候
事
」
さ
ら
に
、
板
行
の
預
は
銀
札
に
似
て
い
る
処
か
ら
公
辺
の
聞
え
は
い
か
が
と
の
問
合
せ
に
、
預
手
形
の
発
行
は
差
支
な
し
と
い
上
、
幕
末

ま
で
一
貫
し
て
「
預
」
「
銀
預
」
「
小
預
」
と
称
し
て
い
る
。

ま
で
一
貫
し
て
「
預
」
「
銀
預
」
「
小
預

（
３
）
『
御
国
家
損
益
本
畿
』
三
善
庸
札
著

（
４
）
森
田
誠
一
「
歩
入
・
歩
質
に
つ
い
て

一
、
藩
財
政
の
展
開
と
落
札

「
歩
入
・
歩
質
に
つ
い
て
Ｉ
附
銀
札
・
銭
預
１
」
（
照
本
史
学
妬
号
）

２



大
名
領
に
お
い
て
藩
札
の
発
行
が
企
図
さ
れ
る
に
は
三
つ
の
理
由
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
藩
財
政
の
窮
乏
化
へ
の
対
応
、
二
は
正

貨
の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
の
発
行
、
第
三
は
近
辺
地
域
で
の
藩
札
発
行
へ
の
対
抗
上
発
行
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
熊
本
藩
の
場
合
、
以
上

の
ど
の
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
の
か
、
具
体
的
に
承
て
行
き
た
い
。

熊
本
藩
に
お
い
て
藩
札
が
発
行
さ
れ
る
の
は
宝
永
元
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
以
前
に
藩
札
発
行
に
つ
い
て
進
言
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
藩
札
発
行
の
発
端
を
窺
い
知
る
事
例
と
思
わ
れ
る
の
で
検
討
し
よ
う
。
熊
本
藩
で
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
正
月
廿
六
日
か
ら
三

（
Ⅲ
）

十
日
に
か
け
て
、
新
町
、
古
町
の
商
人
ら
十
八
人
か
ら
税
の
増
収
に
つ
い
て
の
献
策
を
提
出
さ
せ
た
。
一
一
月
五
日
に
は
郡
奉
行
中
へ
蔵
納
取
立

方
な
ど
条
目
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
藩
が
財
政
難
か
ら
増
税
策
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
商
人
ら
は
思
い
思
い
に
増
税
策
を
献
策
し

た
。
そ
の
主
な
も
の
は
、
運
上
賦
課
、
と
く
に
熊
本
領
へ
の
入
国
商
品
に
対
す
る
運
上
賦
課
、
人
別
家
別
銀
賦
課
、
他
国
商
人
に
対
す
る
運
上

銀
、
た
ば
こ
、
材
木
、
薪
、
塩
あ
い
物
、
苧
、
樽
酒
、
俵
物
な
ど
へ
の
運
上
銀
賦
課
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
一
人
油
屋
吉
十
郎
も
十
一
項

に
つ
い
て
献
策
し
た
が
そ
の
中
に
他
の
商
人
に
は
見
ら
れ
な
い
銀
札
発
行
を
あ
げ
、

一
御
国
中
取
遣
之
小
遣
銀
札
遣
候
二
被
仰
付
候
ハ
ミ
札
本
６
運
上
銀
弐
拾
貫
目
程
上
納
可
仕
と
奉
存
侯
、
備
後
水
野
美
作
殿
御
領
内
札

⑳
初
期
の
藩
財
政
と
藩
札

（
１
７
０
４
）

（
６
）

（
７
）

宝
永
元
年
説
「
度
支
年
譜
」
宝
永
元
申
年
の
項
「
八
月
廿
五
日
よ
り
初
而
御
国
中
札
遣
被
仰
付
」
と
あ
り
、
「
家
譜
続
」
「
六
月
朔
日
卜
Ｏ

（
８
）

御
領
分
銀
札
遣
ひ
」
、
「
拾
集
記
」
「
宝
永
元
年
よ
り
金
銀
札
づ
か
ひ
に
被
為
仰
付
候
」
と
あ
る
。

（
９
）

一
一
一
説
の
う
ち
「
官
職
制
度
考
」
は
実
証
を
好
ん
だ
垣
塚
文
兵
衛
の
著
で
あ
る
が
出
典
が
な
く
、
垣
塚
は
別
の
記
録
で
は
「
宝
永
元
年
よ
り
札
遣
被

（
胸
）

仰
付
、
同
四
年
公
儀
よ
り
御
停
止
二
付
」
と
、
宝
永
元
年
説
を
と
っ
て
い
る
の
で
、
貞
享
一
一
年
説
は
誤
解
で
あ
ろ
う
。
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
は

国
学
の
造
述
詣
深
い
男
成
舎
寿
の
年
代
記
で
実
証
に
富
承
、
元
禄
十
六
年
と
宝
永
四
年
の
二
度
出
て
い
る
の
で
無
視
で
き
な
い
が
、
後
述
の
宝

永
元
年
説
に
は
傍
証
も
多
く
、
元
禄
十
六
年
説
も
し
り
ぞ
け
難
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
宝
永
元
年
に
始
ま
っ
た
と
し
た
い
。

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）
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と
あ
る
。
こ
の
条
か
ら
油
屋
吉
十
郎
の
銀
札
椴
想
を
象
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ
れ
は
い
銀
札
発
行
は
商
人
（
油
屋
自
身
か
）
を
札
本
と
す
る
。

②
札
本
か
ら
運
上
銀
加
貫
目
程
上
納
す
る
。
・
こ
れ
が
藩
財
政
を
賄
な
う
財
源
と
な
り
得
る
と
の
考
え
で
あ
り
、
③
こ
う
し
た
銀
札
の
発
行
は
備

後
の
水
野
美
作
守
の
領
内
で
は
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
備
後
福
山
藩
で
は
寛
永
七
年
以
来
銀
札
・
銭
札
を
発
行
し
て
お
り
、
領

（
瞳
）

内
ば
か
り
で
な
く
尾
道
な
ど
他
領
で
も
通
用
す
る
ほ
ど
繁
昌
し
た
。
水
野
勝
成
は
寛
永
九
年
（
一
六
一
一
一
一
一
）
加
藤
忠
広
が
改
易
さ
れ
た
時
熊
本

に
赴
い
て
城
を
受
取
り
、
ま
た
寛
永
十
四
年
島
原
天
草
の
乱
の
際
に
は
島
原
に
従
軍
し
て
い
る
。
こ
の
間
九
州
の
商
人
と
も
交
渉
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
照
本
の
商
人
た
ち
も
瀬
戸
内
海
・
大
坂
の
商
人
と
交
渉
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
福
山
藩
札
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
も

の
も
少
な
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
は
油
屋
吉
十
郎
の
藩
札
発
行
の
献
策
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
脚
）

熊
本
藩
の
財
政
は
正
保
、
慶
安
期
に
は
行
き
づ
ま
り
を
見
せ
、
承
応
元
年
に
は
蔵
入
地
の
減
少
、
年
貢
収
納
の
不
安
定
性
に
よ
っ
て
収
入
が

減
少
す
る
反
面
、
参
勤
交
代
、
家
臣
へ
の
給
付
、
作
事
負
担
な
ど
の
支
出
の
増
加
に
よ
っ
て
、
・
一
万
五
○
○
○
石
の
赤
字
額
を
計
上
し
て
い
る
、

こ
れ
は
こ
の
年
だ
け
に
承
ら
れ
る
の
で
は
な
く
恒
常
的
な
財
政
栂
造
と
歌
る
べ
き
で
あ
る
。

承
応
二
年
八
月
に
は
大
風
に
見
舞
わ
れ
、
損
毛
八
四
一
六
○
石
余
、
倒
家
六
四
五
四
七
軒
、
死
人
四
一
、
決
壊
土
手
四
○
四
七
九
間
の
被

（
Ⅱ
）

害
を
出
し
た
の
で
、
藩
で
は
財
政
強
化
策
を
打
出
し
、
家
中
か
ら
知
行
高
五
分
の
一
の
指
出
し
、
御
供
衆
の
足
し
米
削
減
な
ど
家
中
出
米
を
強

（
胴
）

化
す
る
な
ど
の
対
応
策
を
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
承
応
三
年
正
月
の
油
屋
吉
十
郎
ら
の
献
策
は
、
財
政
政
策
の
決
定
に
つ
い
て
、
藩
士
ば
か
り

で
な
く
、
商
人
に
も
意
見
を
求
め
た
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
藩
財
政
は
困
窮
の
度
を
加
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

む
し
ろ
、
こ
う
し
た
財
政
難
の
中
で
、
藩
札
の
発
行
に
ま
で
は
ふ
承
切
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
熊
本
藩
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

遣
一
一
て
御
座
侯
事

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）



で
あ
り
、
上
奉
行
に
は
前
勘
定
所
根
取
役
平
川
伝
右
衛
門
と
前
惣
銀
所
根
取
役
宮
木
角
兵
衛
が
横
す
べ
り
し
、
根
取
に
は
手
付
横
目
垣
屋
市
之

丞
と
勘
定
所
物
雷
山
田
平
之
丞
が
登
用
さ
れ
、
札
所
御
目
付
手
付
横
目
に
は
垣
屋
市
之
丞
あ
と
に
四
人
が
増
員
さ
れ
て
五
人
で
担
当
し
た
。
彼

ら
は
熊
本
町
ぽ
か
り
で
は
な
く
在
町
、
諸
御
郡
で
の
藩
札
の
通
用
状
況
の
監
視
や
以
せ
札
の
取
締
り
で
あ
っ
た
。
地
方
に
は
札
座
（
熊
本
二
・

河
尻
・
高
瀬
・
八
代
・
山
鹿
・
内
牧
・
坂
梨
）
が
置
か
れ
、
札
所
所
食
横
目
十
五
人
が
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
こ
の
年
八
月
札
遣
の
触
は
八

代
・
河
尻
・
高
瀬
・
高
橋
の
町
奉
行
の
ほ
か
、
大
島
・
味
取
新
町
・
馬
見
原
・
長
須
・
南
関
・
熊
庄
・
矢
部
浜
町
・
隈
府
・
小
川
・
宮
原
・
日

鋤
宝
永
元
年
の
藩
札
発
行

元
禄
十
五
年
（
一
七
○
二
）
領
内
で
は
五
月
・
六
月
・
八
月
の
三
度
に
わ
た
っ
て
洪
水
に
見
舞
わ
れ
損
毛
が
箸
る
し
か
っ
た
。
藩
で
は
諸
事

簡
略
を
命
じ
、
酒
屋
に
運
上
銀
を
課
し
た
り
し
て
急
場
を
し
の
い
だ
が
、
財
政
窮
迫
は
免
か
れ
な
か
っ
た
。
元
禄
十
六
年
に
は
大
坂
鴻
池
へ
の

借
財
を
払
え
ず
、
証
文
の
醤
替
え
で
一
時
し
の
ぐ
有
様
で
あ
っ
た
。
藩
財
政
窮
乏
は
家
臣
の
知
行
三
歩
指
上
を
伴
な
っ
て
領
内
で
は
銀
札
発
行

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
・
銀
札
発
行
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

御
勝
手
連
々
御
不
如
意
候
処
、
両
年
打
続
損
毛
故
別
而
被
差
支
候
、
給
知
も
同
前
二
而
何
も
難
儀
仕
候
段
被
聞
召
上
候
得
共
、
右
之
御
勝

（
旧
）

手
二
付
段
燕
及
御
讃
談
御
領
内
札
遣
二
成
申
筈
候
、
就
夫
当
秋
６
御
家
中
知
行
三
歩
上
ヶ
被
仰
付
侯
間
左
様
可
被
相
心
得
候

銀
札
発
行
の
こ
と
は
幕
閣
に
は
老
中
土
屋
相
模
守
に
届
出
て
な
さ
れ
た
。
ま
ず
藩
札
発
行
の
機
関
と
し
て
札
方
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
下
に
札

（
旧
）

所
が
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
．
そ
の
機
構
は

札
方

１(-瓦~Ｘ－ｎ
方所方所所
御御根御上
用目取目奉
当付付行
分手衆
役付二二
横人人

十目

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

十
人

五
人

５



（
肥
）

奈
久
・
水
俣
・
御
領
・
高
良
・
松
橋
町
の
十
一
一
一
人
の
在
町
奉
行
あ
て
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
在
町
に
は
札
座
機
能
が
置
か
れ
た
か
も
知
れ
な

い
◎

御
町
奉
行
衆
中

印
判
彫
り
が
版
木
を
彫
り
、
一
面
ず
つ
印
刷
し
た
も
の
を
、
張
付
師
が
表
裏
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
張
り
合
せ
た
。
こ
れ
に
は
偽
造
防
止
の
た

（
別
）

め
の
裏
面
に
白
い
塗
料
で
「
す
か
し
」
・
が
書
い
て
あ
る
．
八
月
に
は
紛
ら
わ
し
い
こ
と
が
な
い
よ
う
、
藩
札
の
取
引
を
め
ぐ
っ
て
喧
嘩
口
論
が

な
い
よ
う
徹
底
さ
せ
る
こ
と
、
と
く
に
町
方
で
は
商
売
に
も
っ
と
も
取
遣
さ
れ
る
の
で
、
町
別
当
、
町
頭
を
は
じ
め
五
人
組
ま
で
充
分
に
徹
底

さ
せ
て
、
商
売
に
際
し
て
銀
札
を
き
ら
っ
て
現
銀
に
よ
る
取
引
が
な
い
よ
う
、
も
し
内
証
で
現
銀
の
取
遮
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
懸
り
の
町

別
当
、
町
頭
、
五
人
組
の
落
度
と
し
て
各
め
る
旨
の
通
達
を
出
し
た
。

在
町
の
札
座
の
う
ち
久
住
や
小
国
宮
原
町
の
札
座
は
小
札
醗
ど
呼
ば
れ
て
い
た
。
大
方
は
在
町
の
有
力
者
が
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
久

と
こ
ろ
で
、
銀
札
は
熊
本
で
印
刷
さ
れ
、
製
造
さ
れ
た
。
そ
の
作
業
に
当
っ
た
の
は
印
判
彫
毛
利
惣
左
衛
門
と
張
付
師
理
介
で
あ
っ
た
。
奉

行
所
の
通
達
に
よ
っ
て
そ
の
事
情
を
知
る
こ
と
が
出
来
る

Ｏ
今
度
札
遣
二
成
申
侯
付
、
札
方
御
用
一
一
京
町
二
居
申
候
印
判
彫
毛
利
惣
左
衛
門
と
申
者
罷
出
申
侯
、
早
天
占
毎
日
罷
出
張
付
師
同
前
二
相

詰
候
様
一
一
と
申
渡
候
、
就
夫
当
分
御
町
並
之
諸
所
役
相
勤
候
儀
難
成
様
子
二
候
間
、
惣
左
衛
門
儀
も
張
付
師
同
前
二
御
用
仕
廻
侯
迄
者
、

例
之
通
町
役
被
差
免
候
様
二
可
有
御
沙
汰
侯
、
以
上

六
月
廿
七
日

奉
行
所

（
鱒
）

Ｏ
新
坪
井
鍛
治
屋
町
張
付
師
理
介
と
申
者
、
札
方
御
用
二
付
毎
日
罷
出
相
詰
候
故
、
当
分
御
町
並
之
諸
役
勤
候
儀
差
支
申
由
候
間
、
右
之
御

用
仕
廻
侯
迄
、
如
例
可
有
御
沙
汰
候
、
以
上

七
月
二
日

奉
行
所

熊
本
藩
に
お
け
る
落
札
の
発
行
（
松
本
）

六
月
廿
七
日

御
町
奉
行
衆
中

（
釣
）



幕
府
の
銀
札
停
止
の
動
き
は
京
・
大
坂
の
商
人
に
は
い
ち
早
く
察
知
さ
れ
た
ら
し
く
、
熊
本
町
の
呉
服
商
人
か
ら
の
仕
入
れ
に
つ
い
て
七
月

（
訂
）

頃
か
ら
代
銀
の
請
求
が
頻
繁
に
な
り
、
冬
物
の
注
文
は
成
立
し
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
気
配
の
中
で
い
よ
い
よ
銀
札
停
止
令
が
出
さ

れ
る
と
、
熊
本
藩
域
に
は
十
月
二
十
五
日
頃
影
響
が
出
は
じ
め
た
。
菊
池
郡
隈
府
町
で
は
「
十
月
廿
五
日
之
晩
６
銀
札
そ
う
と
う
一
一
て
、
諸
人

め
い
わ
く
、
米
札
二
而
百
五
拾
め
、
粟
七
拾
め
、
其
外
穀
も
の
高
直
二
有
之
、
廿
五
日
よ
り
十
一
月
三
月
四
日
ま
て
、
質
を
不
残
請
切
ル
、
尤
質

と
に
な
っ
て
い
た
．

（
画
）

宝
永
の
銀
札
で
現
在
す
る
も
の
は
四
匁
札
だ
け
で
あ
る
が
、
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
に
は
「
銀
札
百
目
二
付
米
一
俵
」
、
「
島
屋
日
記
」
に

（
制
》

は
、
「
銀
札
二
而
米
弐
拾
匁
、
粟
拾
五
匁
、
」
「
万
覚
帳
」
に
は
、
「
銀
札
一
一
一
十
五
匁
、
内
廿
め
、
拾
匁
銀
札
四
拾
九
匁
五
分
、
内
一
一
一
拾
一
一
一
匁
九
分

（
ろ
）

六
右
衛
門
、
拾
匁
曽
右
衛
門
、
五
匁
同
女
房
、
壱
匁
勘
七
」
な
ど
の
記
事
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
承
る
と
、
銀
札
に
は
少
な
く
と
も
百
目
、
一
一

十
目
、
十
匁
、
五
匁
、
四
匁
、
一
匁
、
｜
分
の
七
種
以
上
が
あ
っ
た
。

宝
永
四
年
十
月
三
日
諸
藩
の
御
留
守
居
は
用
番
老
中
大
久
保
加
賀
守
に
召
出
さ
れ
、
一
通
の
書
付
を
渡
さ
れ
る
。
幕
府
は
改
鋳
し
た
新
貨
流

通
の
た
め
、
諸
大
名
が
軍
役
の
た
め
備
蓄
し
た
古
金
銀
と
新
貨
と
の
引
替
え
を
命
じ
、
第
二
項
で
は
藩
札
通
用
の
停
止
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
金
銀
銭
札
遮
之
所
を
も
有
之
候
而
、
札
遣
無
之
所
通
用
の
た
め
不
宜
候
条
、
向
後
札
遣
停
止
之
事
候
間
、
其
所
を
江
申
遣
之
、
相
達
侯

（
為
》

日
よ
り
五
十
日
を
限
相
止
可
被
候
事

住
町
で
は
庄
屋
又
五
郎
が
小
札
座
と
酒
場
を
経
営
し
て
い
た
。
宝
永
二
年
に
久
五
郎
が
次
郎
右
衛
門
と
改
名
し
た
時
の
い
き
さ
つ
を
見
る
と
、

本
人
か
ら
ま
ず
酒
奉
行
へ
改
名
を
報
告
し
て
承
認
さ
れ
、
そ
の
上
で
札
所
、
奉
行
所
へ
小
札
座
改
名
を
申
請
し
承
認
さ
れ
て
い
る
。
小
札
座
か

ら
の
公
式
の
記
録
・
銀
札
・
金
銀
上
納
に
際
し
て
の
費
用
は
奉
行
所
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
久
住
小
札
座
の
経
理
は
ま
と
め
て
熊

本
の
札
所
へ
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
「
久
住
町
小
札
座
次
郎
右
衛
門
当
月
限
札
方
御
算
用
、
内
牧
札
座
方
へ
来
ル
廿
六
日
一
一
罷

出
申
筈
二
候
得
共
…
…
札
方
御
算
用
之
儀
ハ
得
と
相
極
、
目
録
等
相
認
、
名
代
二
而
被
通
侯
様
、
彼
地
札
方
役
人
衆
え
申
達
」
差
支
え
な
い
旨

の
返
事
を
得
た
．
内
容
は
①
在
中
御
年
貢
の
内
銀
上
納
そ
の
他
諸
上
納
、
②
津
口
・
陸
口
運
上
で
、
金
銀
引
替
は
熊
本
札
座
両
所
で
行
な
う
こ

館
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

７



８

Ｏ
蔚
山
町
桔
梗
屋
に
宿
泊
し
て
商
売
し
て
い
た
京
・
大
坂
・
肥
前
の
商
人
●
ら
は
銀
札
一
七
万
九
八
○
○
目
を
引
替
で
き
ず
、
引
替
を
申
請
し
た
．

○
京
都
木
下
道
江
庵
内
の
近
藤
甚
右
衛
門
は
諸
寺
院
か
ら
の
銀
札
七
二
○
目
の
引
替
を
申
請
し
た
。

（
湖
）

以
上
の
よ
う
に
、
諸
国
か
ら
商
用
で
来
国
し
て
い
た
商
人
や
寺
院
の
奉
納
銀
な
ど
の
引
替
を
申
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
旅
行
者
、
商
人
、
奉

納
銀
な
ど
特
殊
事
情
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
奉
行
所
も
十
分
に
考
慮
し
、
勘
定
方
に
善
処
方
を
要
望
し
て
い
る
。

（
詞
）

こ
の
時
の
銀
札
発
行
地
域
を
「
御
国
と
も
二
札
つ
か
い
之
国
拾
壱
ヶ
国
之
よ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
熊
本
藩
で
は
十
一
一
月
一
一
一
日
か
ら
銀
札
と

金
銀
貨
と
の
引
替
が
行
な
わ
れ
た
が
、
現
銀
の
準
備
が
な
い
だ
け
に
困
難
を
極
め
、
結
局
銀
札
一
貫
目
を
現
銀
二
百
五
十
匁
で
交
換
す
る
い
わ

（
鋤
）

ゆ
る
四
歩
一
の
引
替
と
し
、
残
り
は
誼
文
で
遣
わ
す
こ
と
と
し
た
。
熊
本
町
で
は
札
座
で
あ
っ
た
坪
井
町
の
宇
治
屋
三
良
右
衛
門
と
一
二
丁
目
出

（
亜
）

良
寿
斎
の
所
で
引
替
が
な
さ
れ
た
ｐ
諸
藩
が
老
中
大
久
保
加
賀
守
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
期
限
は
領
内
に
も
達
せ
ら
れ
た
と
見
え
、
熊
本
町
の
「
惣

月
行
事
記
録
抜
害
」
に
も
「
十
一
月
一
一
一
日
よ
り
十
二
月
廿
二
日
迄
五
十
日
之
間
通
用
被
仰
渡
候

・
と
し
て
お
り
、
ま
た
老
中
に
も
そ
の
よ
う
に

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

（
麓
）

地
等
之
儀
二
付
出
入
多
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
情
報
は
各
地
に
拡
が
っ
て
パ
ニ
ッ
ク
状
態
を
惹
起
し
た
。
そ
の
一
、
一
一
を
例
示
し
よ
う
。

○
町
の
質
屋
に
は
質
物
請
取
の
た
め
多
人
数
が
集
ま
り
、
何
で
も
商
品
の
あ
る
所
に
は
入
念
が
屯
し
た
。
町
灸
は
小
路
廻
り
の
担
当
で
は
な

か
っ
た
が
、
多
人
数
が
集
ま
っ
た
質
屋
な
ど
に
は
小
路
廻
り
が
派
遣
さ
れ
、
整
理
に
当
っ
た
。

○
十
一
月
四
日
昼
時
分
、
隈
府
町
で
俵
騒
動
が
あ
り
、
御
横
目
衆
が
派
遣
さ
れ
鎮
圧
す
る
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
。
其
後
諸
方
に
間
合
せ
た

と
こ
ろ
、
各
地
で
騒
動
が
あ
っ
た
由
。

Ｏ
玉
名
郡
永
徳
寺
村
の
問
屋
勘
右
衛
門
の
所
に
、
播
州
曽
根
浦
の
者
二
四
人
が
滞
在
し
、
山
鹿
周
辺
の
村
々
で
銀
札
を
用
い
て
穀
物
を
購
入

し
て
い
た
が
へ
札
座
で
残
り
の
銀
札
の
引
替
を
申
出
た
と
こ
ろ
断
わ
ら
れ
、
宿
主
の
奥
書
で
申
請
し
て
引
替
え
た
。

ｏ
詫
麻
郡
代
継
宮
で
は
建
立
の
た
め
の
集
め
置
い
た
銀
札
の
引
替
を
申
請

．
○
延
寿
寺
の
僧
光
伝
寺
は
去
交
年
京
都
本
願
寺
へ
の
官
位
取
得
の
折
、
彼
地
で
借
金
に
そ
の
返
済
の
た
め
銀
札
の
才
覚
を
し
て
い
た
が
、
銀

札
の
引
替
え
を
申
請
し
た
。



９

の
享
保
期
の
藩
政
と
藩
札
発
行

（
五
）

享
保
十
五
年
（
一
七
一
一
一
○
）
六
月
五
日
細
川
越
中
守
ら
一
一
一
家
の
留
守
居
に
あ
て
上
廻
状
を
も
っ
て
金
銭
札
発
行
の
許
可
が
が
出
た
。

こ
の
十
二
家
は
宝
永
四
年
に
幕
府
か
ら
銀
札
発
行
を
停
止
さ
れ
た
藩
で
あ
る
。
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
頃
か
ら
熊
本
藩
で
は
天
候
不
順
で
毎

（
訂
）

年
風
害
、
水
害
、
早
害
、
虫
害
な
ど
に
苦
し
ん
だ
。
享
保
十
二
年
以
後
の
状
況
を
「
雑
録
」
か
ら
抄
録
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

享
保
十
二
年
正
月
末
頃
か
ら
熊
本
町
で
は
飢
え
に
苦
し
む
者
が
出
た
。
閏
正
月
中
旬
に
は
白
川
の
上
河
原
・
中
河
原
・
下
河
原
あ
た
り
に
飢

人
が
お
び
た
だ
し
く
居
た
が
二
月
初
め
頃
に
は
段
を
減
っ
た
。
と
こ
ろ
が
四
月
廿
八
日
ま
た
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ
、
川
筋
の
堤
防
、
田
畑
は
大

破
損
、
大
小
麦
は
大
方
流
失
し
た
た
め
麦
が
不
足
し
、
麦
種
子
は
無
く
な
っ
た
の
で
、
日
向
高
知
尾
・
田
原
で
買
っ
て
準
備
す
る
有
様
で
あ
っ

た
。
高
知
尾
で
は
四
斗
俵
一
俵
を
六
匁
で
買
い
つ
け
た
が
っ
上
益
城
郡
矢
部
で
は
九
匁
出
さ
ね
ば
手
に
入
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
年
秋
作
は
大
不

（
軸
）

報
告
し
て
い
る
け
れ
ど
Ｊ
も
、
現
実
に
は
も
う
す
こ
し
お
そ
く
ま
で
か
か
っ
て
い
る
。

宝
永
四
年
銀
札
停
止
時
に
銀
札
が
ど
れ
ほ
ど
流
通
し
て
い
た
か
は
全
く
判
ら
な
い
が
、
札
百
貫
目
を
銀
二
十
五
貫
で
交
換
す
る
も
猶
不
足
、

残
り
は
澄
文
で
遣
わ
す
と
い
っ
て
い
る
の
で
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
た
だ
し
、
当
時
天
草
郡
に
肥
後
銀
札
四
十
五
貢
四

百
十
四
匁
五
分
が
あ
り
、
そ
の
引
替
の
た
め
の
宝
永
五
年
大
矢
野
組
大
庄
屋
吉
田
八
右
衛
門
と
富
岡
町
年
寄
田
中
半
左
衛
門
の
両
人
が
、
代
官

（
別
）

竹
村
太
郎
右
衛
門
の
許
可
を
得
て
熊
本
へ
罷
り
越
し
、
一
一
一
一
○
日
の
逗
留
の
末
に
辛
う
じ
て
半
金
の
一
一
十
一
一
貫
七
百
七
匁
弐
分
五
厘
を
回
収
し

た
と
い
う
か
ら
、
銀
札
発
行
高
は
百
五
十
貫
に
近
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

銀
札
停
止
令
は
藩
札
が
藩
財
政
困
窮
打
開
の
切
り
札
と
し
て
発
行
さ
れ
、
ま
た
有
効
に
機
能
し
て
い
た
だ
け
に
、
藩
財
政
に
大
き
く
影
響
す

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
財
政
支
出
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ
り
へ
奉
行
所
は
十
二
月
十
二
日
御
天
守
奉
行
衆
に
対
し
て
「
御
出
方
指
支
申

候
趣
一
一
付
、
御
天
守
方
請
込
米
五
歩
一
延
引
」
を
令
し
、
御
作
事
奉
行
に
対
し
て
も
同
じ
理
由
で
「
御
作
事
方
御
畳
張
付
方
請
込
米
銀
五
歩
一

（
葛
）

延
引
」
を
出
し
て
、
経
費
節
減
に
よ
る
事
態
の
打
開
を
は
か
る
外
な
か
っ
た
。

照
本
藩
に
お
け
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作
で
、
矢
部
で
は
残
ら
ず
惣
損
引
を
一

の
値
段
は
九
月
八
匁
五
分
、
十
一
月
』

享
保
十
五
年
三
月
か
ら
四
月
頃
、
』

の
は
一
日
に
四
五
斗
も
取
る
と
い
う
。

上
っ
た
。

享
保
十
七
年
麦
が
不
作
で
、
小
麦
は
と
く
に
良
く
な
か
っ
た
。
閏
五
月
八
日
大
洪
水
と
な
り
、
川
筋
の
塘
は
す
べ
て
破
損
し
た
。
十
五
日
の

晩
に
は
又
大
洪
水
に
な
り
、
川
は
残
ら
ず
切
れ
、
砿
所
は
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
今
ま
で
に
聞
及
ん
だ
こ
と
の
な
い
大
洪
水
で
あ
っ
た
。
老
人
の

話
で
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
洪
水
以
上
の
大
痛
承
だ
と
い
う
。
米
相
場
は
九
月
五
頃
一
俵
十
八
匁
ほ
ど
、
二
十
五
日
頃
に
は
一
時
十
五

匁
に
な
っ
た
が
、
十
月
五
日
に
は
又
十
八
匁
に
な
っ
た
。
十
月
初
め
頃
旗
本
で
は
濡
米
は
銀
一
匁
に
八
合
し
か
買
え
な
か
っ
た
と
い
う
．

藩
で
は
享
保
十
五
年
三
月
近
年
損
毛
勝
ち
に
て
上
下
困
窮
、
百
姓
が
衰
微
に
及
ぶ
の
で
二
の
口
米
と
増
水
夫
米
を
免
除
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

四
月
に
は
上
ヶ
米
の
制
が
廃
止
と
な
り
従
来
通
り
の
参
勤
交
代
に
復
す
る
と
い
う
新
た
な
事
態
に
当
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幕
府
が
藩
札
の

（
軸
）

復
活
を
認
め
た
の
は
こ
う
し
た
幕
政
の
展
開
と
関
連
し
た
政
策
で
あ
っ
た
。
諸
藩
で
は
こ
の
年
直
ち
に
藩
札
の
発
行
に
取
り
か
か
っ
た
が
、
本

藩
で
は
藩
主
宣
紀
が
病
に
伏
し
て
い
た
た
め
す
ぐ
に
は
藩
札
発
行
に
至
ら
な
か
っ
た
。

享
保
十
七
年
六
月
宣
紀
が
亡
く
な
る
と
宗
孝
が
後
を
継
い
だ
が
、
さ
っ
そ
く
九
月
二
十
八
日
に
は
幕
府
に
金
二
万
両
の
拝
借
を
願
い
出
て
許

さ
れ
た
。
藩
主
宗
孝
は
就
任
の
は
じ
め
か
ら
財
政
困
難
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
年
は
夏
よ
り
秋
に
か
け
て
哩
虫
の
発
生
が
多
く
稲

の
被
害
は
前
代
見
聞
で
あ
り
、
夏
の
水
害
に
よ
る
損
毛
一
四
万
七
八
○
○
石
、
秋
の
虫
入
の
損
毛
一
一
一
三
万
三
九
○
石
計
四
七
万
八
一
九
○
石
に

（
羽
）

そ
こ
で
享
保
十
七
年
十
二
月
江
戸
御
留
守
居
薮
丹
右
衛
門
は
来
丑
春
よ
り
の
「
御
国
中
銀
札
遣
」
の
願
書
を
勘
定
奉
行
松
波
筑
後
守
に
提
出

（
⑯
）

し
、
「
銀
札
通
用
之
儀
、
願
之
通
可
被
申
付
候
、
委
細
松
波
筑
後
守
可
被
承
合
候
」
と
の
許
可
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
来
丑
の
春

よ
り
二
十
五
年
の
年
限
で
通
用
を
許
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
年
限
を
過
ぎ
て
も
猶
通
用
を
続
け
る
際
に
は
其
時
の
勘
定
奉
行
へ
届
出
る
こ
と
、

1０

矢
部
で
は
残
ら
ず
惣
損
引
を
願
出
た
．
阿
蘇
郡
の
野
尻
・
菅
尾
で
は
飢
人
が
多
く
、
菅
尾
手
永
で
は
飢
米
百
二
十
石
を
拝
借
し
た
。
米

は
九
月
八
匁
五
分
、
十
一
月
よ
り
十
二
月
に
は
九
匁
五
分
か
ら
七
分
の
間
で
あ
っ
た
。

十
五
年
三
月
か
ら
四
月
頃
、
笹
の
実
が
な
っ
．
た
の
で
、
こ
れ
を
取
っ
て
麦
作
の
出
来
る
ま
で
食
い
つ
な
い
だ
。
笹
の
実
を
よ
く
取
る
も

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）



ま
た
撞
所
な
い
事
情
に
よ
っ
て
中
止
す
る
際
に
も
勘
定
奉
行
へ
届
出
る
こ
と
、
似
せ
札
な
ど
は
入
念
に
取
締
る
よ
う
申
渡
さ
れ
た
。
勘
定
奉
行

へ
の
願
出
が
済
ん
だ
の
で
情
報
は
さ
っ
そ
く
国
許
へ
伝
え
ら
れ
、
翌
丑
年
三
月
か
ら
札
通
用
と
決
っ
た
。
享
保
十
八
年
五
月
一
一
十
五
日
薮
丹
右

衛
門
は
勘
定
奉
行
松
波
筑
後
守
の
も
と
に
伺
公
し
、
国
許
で
は
四
月
十
六
日
よ
り
銀
札
通
用
に
な
っ
た
旨
報
齢
じ
た
。

銀
札
の
取
扱
い
は
御
銀
所
に
限
る
こ
と
と
し
た
。
今
回
の
札
遣
い
は
金
銀
銭
と
取
ま
ぜ
通
用
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
御
銀
所
・
御
算
用
所

で
は
現
銀
と
銀
札
を
取
分
け
て
受
払
い
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
年
に
二
度
ず
つ
算
え
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
前
回
の
札
遣
の
時
と
同

（
ロ
）

じ
よ
う
に
、
御
銀
所
の
請
方
と
払
方
に
御
銀
奉
行
一
人
ず
つ
増
員
し
た
。
札
の
渡
方
は
数
え
て
渡
す
の
で
あ
り
、
受
取
方
も
数
え
終
わ
る
ま
で

御
銀
奉
行
が
つ
き
添
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
御
算
用
も
受
方
と
払
方
の
両
様
に
記
録
す
る
た
め
奉
行
の
増
員
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

（
⑧
）

享
保
の
銀
札
通
用
に
は
札
座
は
設
け
ら
れ
ず
藩
の
直
営
で
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
「
雑
録
」
に
は
「
享
保
十
八
年
四
月
廿
六
日
よ
り
、
熊
本
通
用

（
§

被
仰
付
候
、
札
差
は
無
之
、
御
侍
衆
へ
御
渡
方
を
被
成
候
て
、
段
々
通
用
仕
候
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
銀
の
準
備
も
な
く
発
行
し
た
の
で
信

用
が
な
く
、
七
八
月
よ
り
十
一
月
頃
ま
で
は
一
割
引
、
十
二
月
に
は
一
一
一
割
引
で
し
か
通
用
せ
ず
、
十
九
年
正
月
は
六
割
、
七
割
引
、
一
一
月
奉
公

人
交
代
期
に
は
奉
公
人
は
七
割
の
札
を
立
て
上
身
受
し
た
。
借
り
方
の
取
引
は
現
銀
一
匁
八
十
文
の
代
り
に
十
割
か
ら
二
十
割
の
銀
札
を
払
わ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
お
陰
で
物
価
は
値
上
り
し
て
商
売
に
支
障
を
来
た
し
た
。
奉
行
所
は
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
、
銀
札
は
二
十
五
年
の
間

通
用
許
可
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
虚
説
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
流
用
す
る
こ
と
、
銀
納
の
時
に
は
銀
札
で
の
上
納
が
出
来
る
こ
と
を
論
し
た
り
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
市
中
で
は
雑
説
が
絶
え
ず
、
銀
札
の
両
替
に
莫
大
な
歩
合
を
取
っ
た
り
、
在
中
の
者
た
ち
が
諸
品
を
銀
札
で
買
う
際
に

高
値
で
売
る
な
ど
の
行
為
が
あ
り
そ
の
結
果
在
中
の
者
は
銀
札
を
嫌
う
よ
う
に
な
り
、
自
然
銀
札
は
町
中
に
集
ま
っ
て
流
通
し
な
く
な
り
商
売

（
偶
）

に
支
障
を
来
す
結
果
に
な
っ
た
。
郡
方
で
は
村
中
百
姓
に
銀
札
通
用
を
請
合
せ
て
流
通
を
は
か
っ
た
。
同
年
九
月
に
は
五
匁
以
上
の
取
引
に

は
銀
・
銭
を
使
用
を
禁
止
し
て
銀
札
の
通
用
を
促
し
、
五
匁
以
下
の
取
引
に
は
銀
・
銭
・
札
を
取
ま
ぜ
て
も
よ
い
と
令
し
、
惣
百
姓
の
請
印
を

●

取
っ
て
通
用
を
強
制
し
た
。
》
も
の
で
あ
っ
た
。

（
価
）

し
か
し
こ
う
し
た
強
制
も
効
果
を
あ
げ
得
ず
、
享
保
一
一
十
年
正
月
一
一
十
八
日
銀
札
通
用
は
休
止
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
同
年
十
一
月

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
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最
後
の
銀
札
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
こ
と
で
あ
る
．
こ
の
前
後
も
財
政
的
な
問
題
が
起
っ
て
お
り
、
延
享
元
年
七
月
に
御
勝
手
向
差

支
え
、
御
借
物
高
が
元
利
二
六
万
四
○
五
○
両
に
及
ん
で
お
り
、
参
勤
御
用
に
も
差
支
え
て
軍
用
金
よ
り
振
替
立
用
し
た
り
し
て
い
る
が
、
直

接
の
原
因
は
延
享
二
年
一
一
月
十
一
一
日
の
江
戸
白
金
邸
類
焼
で
、
こ
の
新
築
の
た
め
郡
方
集
米
銀
の
内
よ
り
三
○
○
○
両
差
出
し
、
ま
た
在
中
難

渋
の
た
め
郡
方
米
銀
よ
り
借
渡
救
に
向
け
る
な
ど
財
政
窮
趣
が
顕
在
化
し
た
。
銀
札
座
は
大
札
座
が
熊
本
三
ヶ
所
（
坪
井
町
、
出
町
、
古
町
）
、

川
尻
町
・
高
瀬
町
・
山
鹿
町
・
八
代
町
・
内
牧
町
の
八
ヶ
所
、
小
札
座
は
矢
部
・
大
津
・
高
橋
・
宇
土
・
原
町
・
隈
府
・
長
須
・
南
関
・
小
川

〈
⑲
）

・
水
俣
・
佐
敷
・
高
森
・
馬
見
原
・
小
国
・
久
住
の
十
五
ヶ
所
に
置
か
れ
た
。
札
座
は
、
第
一
表
に
承
る
よ
う
に
地
元
の
有
力
町
人
が
担
当
し

た
が
、
歩
小
姓
・
足
軽
な
ど
の
横
目
が
置
か
れ
て
監
視
に
当
っ
て
い
た
。

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

十
日
再
び
銀
札
が
通
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
後
は
熊
本
二
ヶ
所
（
新
弐
丁
目
・
坪
井
）
を
は
じ
め
、
河
尻
一
ヶ
所
、
高
瀬
一
ヶ
所
、
山
鹿

（
“
）

一
ヶ
所
、
八
代
一
ヶ
所
、
内
牧
一
ヶ
所
、
計
七
ヶ
所
の
札
座
を
瞳
き
、
五
匁
．
四
匁
・
一
一
一
匁
・
一
一
匁
・
一
匁
と
五
分
．
四
分
．
一
一
一
分
の
札
が
用

い
ら
れ
た
。
二
分
以
下
は
銭
遣
と
し
た
。
十
一
月
二
十
日
ま
で
の
間
に
銀
銭
を
札
に
引
替
え
さ
せ
、
以
後
銀
銭
を
用
い
る
者
は
厳
罰
に
処
す
る

旨
の
達
し
が
あ
っ
た
。
翌
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
五
月
、
幕
府
は
金
銀
吹
替
を
行
な
っ
て
新
貨
と
の
引
替
を
命
じ
た
の
で
銀
札
と
の
交
換
比

率
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
銀
札
騒
動
が
起
こ
っ
た
。

一
享
保
廿
一
年
五
月
廿
三
日
暮
六
ッ
時
分
よ
り
、
熊
本
銀
札
騒
動
仕
り
候
由
、
菅
尾
手
代
専
右
衛
門
方
よ
り
状
、
熊
本
よ
り
遣
申
候
が
、

廿
五
日
朝
五
シ
ま
へ
に
小
峰
村
尚
介
方
よ
り
預
届
申
候
。
同
日
浜
町
熊
本
方
有
の
商
人
色
々
買
い
に
被
参
申
候
。
男
成
助
太
郎
参
。
磁

村
之
藤
八
牛
を
銀
札
三
十
五
匁
に
買
い
申
候
。
同
廿
六
日
出
銀
持
会
所
に
遣
申
侯
へ
共
、
銀
札
戻
り
申
候
。
町
庄
屋
茂
左
衛
門
方
に
聞

（
何
）

き
に
遣
申
候
所
、
茂
左
衛
門
方
よ
り
委
細
知
ら
せ
参
侯

以
来
銀
札
は
信
用
を
回
復
し
な
い
ま
上
九
月
一
一
十
三
日
再
び
休
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
十
一
一
月
朔
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
間
に
札
を
差
出
す

な
ら
ば
少
し
ず
つ
現
銀
・
鳥
目
と
引
替
え
、
残
り
は
後
日
引
替
え
る
と
の
達
が
あ
っ
た
。
通
用
の
達
し
が
出
て
か
ら
わ
ず
か
十
ヶ
月
で
休
止
さ

熊
本
藩
に
お
け
る
落
札
の
発
行
（
松
本
）



第１表

札座一覧 (延享３年２月24日）
熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

－１３－

小札座

(｢藻塩草｣）歩＝歩小姓．○＝御側足軽

×＝外様足軽小頭

高橋町

南関町

久住町

大津町

小国町

小川町

砥 用町

宇土町

長洲町

佐 敷町

水 俣町

隈 府町

高森町

馬見原町

矢部町

大浜町

伝右衛門

西島次平太

工藤安大夫

新右衛門

善次

儀右衛門

宇平次

忠兵衛

新右衛門

次右衛門

善兵衛

藤 兵 衛

清兵衛

儀右衛門

茂右衛門

文右衛門

○城佐 野右衛門

○天野管太夫

○春 日 理 三

○内海恵右衛門

○中原 次右衛門

○石原弥三次

○吉武寿大夫

○赤星郡右衛門

○岩尾勇右衛門

○三和及平

○桜田茂左衛門

○右松羽右衛門

○園 田 勘 作

○吉弘初右衛門

○筑 間 宇 平

○北里五右衛門

×野尻仁太夫

×伊藤勝右衛門

×後藤弥七

×清田嘉大夫

×秋山文之允

×栗林形右衛門

× 三浦林蔵

×村田幸助

× 上妻平太

×中村弥兵衛

×吉村喜三右衛門

×塚本林左衛門

×松尾次郎助

× 広吉嘉助

×大塚金兵衛

×中津喜右衛門

札 座 横目

坪 井町

京〆町

古町

川尻町

八代町

高瀬町

山鹿町

内牧町

和泉屋五平次

うハ嶋屋伝八

米 屋 次 兵 衛

庄兵衛

弥平次

水上助左衛門

次 兵 衛

佐藤宇左衛門

歩山 口 権 助

歩佐伯吉朗次

歩本田 順右衛門

○左次円助

○蒲 原 清 蔵

○石原銀左衛門

○平川太次兵衛

○村川太次右衛門

江口次平太

永田弁右衛門

中村彦右衛門

×井口瀧右衛門

×金子吉兵衛

×門岡龍助

×堤波兵

×河畑夫兵衛



（
６
）
永
青
文
庫
蔵
『
度
支
年
瀞
』
、
以
下
と
く
碇

（
７
）
永
青
文
庫
蔵
『
家
譜
続
』
宝
永
元
年
の
項

（
８
）
渡
辺
玄
察
「
拾
集
記
」
宝
永
元
年
の
条
（

（
９
）
「
垣
塚
し
ら
べ
郡
府
旧
記
」
．
（
『
藩
法
集
』

（
皿
）
男
成
舎
寿
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
（
順
本
、

（
ｕ
）
永
腎
文
庫
蔵
「
神
雑
犯
、
狐
、
妬
、
的

1４

さ
て
、
「
延
享
三
年
二
月
十
九
日
よ
り
二
十
四
日
ま
で
、
札
座
で
銀
札
と
の
引
替
え
が
な
さ
れ
、
取
引
は
す
べ
て
銀
札
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
三
月
中
旬
か
ら
銀
札
は
二
割
下
げ
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
段
々
と
引
下
げ
、
四
月
末
に
は
四
五
割
方
下
落
し
、
五
月
六
日
熊
本
で

銀
札
騒
動
が
起
り
、
米
一
升
一
匁
の
も
の
が
、
銀
札
で
は
一
匁
二
分
、
塩
一
升
銀
札
で
一
匁
五
分
と
値
上
り
し
、
そ
の
ほ
か
の
諸
品
は
銀
札
で

〈
釦
）

は
売
買
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
同
月
十
五
日
に
は
銀
札
で
質
物
な
ど
相
渡
す
間
敷
と
の
触
が
出
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
六
月
十
九
日
限
り
で
銀
札

（
馴
）

通
用
は
停
止
さ
れ
、
こ
の
度
の
銀
札
は
わ
ず
か
四
ヶ
月
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
銀
札
高
一
一
・
一
一
一
○
○
○
貫
目
が
が
残
さ
れ
た
。

銀
札
発
行
の
一
因
と
も
な
っ
た
九
州
巡
見
使
は
銀
札
廃
止
一
ヶ
月
後
の
七
月
十
六
日
肥
後
に
入
国
し
た
が
、
そ
の
折
の
模
範
回
答
集
に
は

「
近
年
打
統
作
方
損
毛
別
而
去
秋
は
虫
入
秀
二
而
莫
大
損
毛
仕
、
下
方
至
極
及
困
窮
、
右
被
休
置
候
銀
札
、
当
春
６
又
々
通
用
被
仰
付
、
惣
鉢
之

（
壁
）

甘
二
成
申
候
」
と
答
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
熊
本
藩
の
銀
札
通
用
は
延
享
三
年
六
月
十
九
日
で
終
り
を
つ
げ
る
。
翌
延
享
四
年
（
一
七
四

七
）
藩
主
宗
孝
が
江
戸
城
中
で
旗
本
板
倉
勝
骸
に
切
ら
れ
て
死
去
、
弟
重
賢
（
当
時
主
馬
）
が
藩
主
に
な
る
と
、
財
政
再
建
を
図
っ
て
「
宝
暦

の
改
革
」
に
乗
り
出
し
、
緊
縮
財
政
支
出
の
統
制
を
行
な
っ
た
．
そ
の
結
果
安
永
年
間
に
は
財
政
も
漸
く
持
直
し
、
「
小
物
成
方
、
樋
方
之
御

（
国
）

蔵
々
に
は
現
銭
積
入
多
く
、
根
太
落
入
候
程
に
有
之
」
家
臣
も
在
中
も
豊
か
さ
を
取
り
戻
し
た
と
い
う
。

注
（
５
）
照
本
藩
の
藩
札
に
つ
い
て
へ
近
世
の
著
作
で
は
「
官
職
制
度
考
」
（
文
化
九
年
）
に
は
前
掲
の
よ
う
に
三
○
○
字
程
度
で
略
述
し
た
に
す
ぎ
な
い
し
、

「
旧
章
略
記
」
で
は
銀
札
一
項
四
二
○
字
、
御
銀
所
預
に
つ
い
て
は
、
寛
政
四
年
の
振
出
、
寛
政
十
一
年
の
振
出
、
文
化
五
年
の
鎚
崎
預
振
出
の
三
項

三
六
○
字
程
度
の
脱
明
が
承
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
研
究
陰
文
と
し
て
は
、
中
川
斉
「
熊
本
藩
の
手
形
制
度
」
（
『
肥
後
郷
土
史
騨
演
集
』
第
二
編
所

収
）
、
森
田
誠
一
前
場
「
歩
入
・
歩
質
に
つ
い
て
」
を
見
る
の
み
で
あ
る
。

（
６
）
永
青
文
庫
蔵
『
度
支
年
瀞
』
、
以
下
と
く
に
断
わ
ら
な
い
史
料
は
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
永
青
文
庫
蔵
細
川
家
史
料
で
あ
る
。

熊
本
藩
に
お
け
る
落
札
の
発
行
（
松
本
）

「
拾
集
記
」
宝
永
元
年
の
条
亀
肥
後
文
献
鰻
宙
』
第
四
巻
）

異
郡
府
旧
記
」
．
（
『
藩
法
集
』
七
照
本
藩
）

「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
（
順
本
県
上
益
城
郡
矢
部
町
、
小
一
領
神
社
社
司
の
箸
）

密
「
神
雑
犯
、
狐
、
妬
、
的
、
泥
、
剛
、
皿
」
・
「
部
分
御
旧
記
勘
定
部
」



り 宝銀

と
あ

る
。

（
お
）

（
認
）
前
掲
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
宝
永
元
年
の
条

（
型
）
花
岡
興
輝
編
『
島
屋
日
記
』
宝
永
元
年
の
条

（
躯
）
芦
北
郡
佐
敷
町
、
田
中
家
文
書
「
万
覚
幌
」

（
犯
）
徳
丸
達
也
校
「
小
国
久
住
郡
代
日
記
」
（
『
熊
本
史
学
』
訂
・
閉
合
併
号
）

（
釦
）
橋
詰
武
彦
『
九
州
諸
藩
の
藩
札
図
録
』
に
は
照
本
藩
の
享
保
札
以
下
に
「
す
か
し
」
が
入
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
宝
永
札
に
「
す

（
皿
）
永
青
文
庫
蔵
「
家
譜
続
」

（
応
）
〃
「
家
贈
続
」
・
神
雑
晒

（
焔
）
〃
「
元
禄
十
七
年
御
寄
合
帳
」

（
Ⅳ
）
〃
「
宝
永
元
年
奉
得
御
碇
井
侭

（
肥
）
：
″
「
元
禄
十
七
年
御
寄
合
根
」

（
旧
×
釦
）
〃
「
宝
永
元
年
御
奉
行
所
日
醒

（
皿
）
「
２
福
山
藩
の
藩
札
」
亀
広
島
県
史
』
近
世
一
）

（
咽
）
吉
村
豊
雄
「
正
保
・
万
治
期
財
政
政
策
の
展
開
と
特
質
ｌ
照
本
藩
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
九
州
史
学
』
闘
号
）

芦
北
郡
佐
敷
町
、
田

亥
十
一
月
晦
日

一
銀
札
四
拾
九
匁
五
分

内
五
十
匁
九
分

三
拾
三
匁
九
分

拾
匁

五
匁

旗
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

永
腎
文
庫
蔵
「
続
跡
覧
」
四
、

－１５－

：
″

「
元
禄
十
七
年
御
寄
合
根
」

＄
〃
「
宝
永
元
年
御
奉
行
所
日
帳
」

橋
詰
武
彦
『
九
州
諸
藩
の
藩
札
図
録
』
に
は
や

か
し
」
が
入
っ
て
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

壱
匁

札
引
替
二
付

永
四
年
亥
ノ

右
之
内

拾
弐
匁
七
分

、
文
右
衛
門 付

右
之
分
役
頭
今
村
安
右
衛
門
方
へ
渡
ス

ノ
十
一
月
晦
日

亥
十
二
月
六
日
二
渡
ス

以
上
の
人
々
が
銀
札
を
引
替
え
た
の
で
あ
り
、
金
額
か
ら
見
て
、
十
匁
・
五
匁
・
一
匁
・
五
分
・
一
分
札
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ

内
議
鍛
琴
翫
介

奉
得
御
碇
井
御
側
方
江
相
達
埼
明
覚
覚
」

「
万
覚
幌
」
宝
永
四
年
の
条
に

に
よ
り
作
成

文
右
衛
門

曽
右
衛
門

同
女
房

勘
七



前
掲
「
郷
覚
歴
代
拾
穂
記
」
延
享
三
年
の
項

ダ画、〃酉、〃酉、〆画、〃画、

５０４９４８４７４６
，－夕、＝、画〃、画夕、画〆

（
“
）
「
今
度
被
仰
付
銀
札
通
用
御
舗
合
上
帳
」
、
前
掲
『
肥
後
藩
の
政
治
』
に
収
録
し
て
い
る
が
、
一
部
省
略
が
あ
り
、
照
本
県
立
図
宙
館
蔵
の
原
本
に
よ
り

訂
正
し
た
。

（
妬
）
こ
こ
で
は
享
保
十
八
年
か
ら
享
保
二
十
年
正
月
ま
で
続
い
た
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
の
間
の
銀
札
通
用
に
は
異
脱
も
あ
り
、
「
度
支
年
膳
」

は
享
保
十
八
年
に
「
去
子
年
凶
作
二
付
札
遣
御
願
被
仰
付
候
得
共
通
用
差
支
、
翌
寅
年
（
享
保
十
九
年
）
御
止
」
、
享
保
十
九
年
「
十
一
月
十
日
６
又
々

銀
札
通
用
、
札
座
八
所
二
被
仰
付
」
、
享
保
二
十
年
に
も
「
又
合
札
遣
被
仰
付
候
得
共
通
用
差
支
、
翌
辰
年
御
止
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
と
十
九
年
春
に
一

度
休
止
の
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
「
旧
章
略
記
」
は
「
享
保
十
八
年
公
義
御
願
立
通
用
被
仰
付
侯
、
同
二
十
年
下
方
難
渋
付
て
、
正
月
６
十
月
迄

御
休
メ
被
匠
候
処
」
と
あ
り
、
始
ま
る
の
は
二
十
年
十
月
「
当
春
被
休
匿
候
銀
札
猶
又
通
用
被
仰
付
候
」
の
よ
う
で
あ
る
。

（
妬
）
『
熊
本
藩
町
方
史
料
」
一
、
享
保
二
十
年
の
項

（
〃
）
前
掲
「
雑
録
」
（
『
肥
後
藩
の
政
治
』
所
収
）

（
羽
）
前
掲
「
家
譜
続

（
伽
×
岨
）
前
掲
「
銃

（
蛇
）
永
青
文
駆
蔵
「

（
妃
）
注
（
訂
）
に
同
じ

（
訂
）
頗
本
女
子
大
学
郷
土
史
料
集
成
『
肥
後
藩
の
政
治
』
第
二
章
享
保
を
中
心
と
し
て

（
羽
）
松
下
志
朗
「
久
留
米
藩
に
お
け
る
藩
札
の
史
料
収
集
と
研
究
」

（
羽
）
前
掲
「
家
譜
続
」
享
保
十
七
年
の
項

（
弱
）
前
掲
「
御
奉
行
所
日
帳
」
宝
永

（
記
）
前
掲
「
統
跡
覧
」
享
保
十
五
年

（
羽
）
前
掲
「
統
跡
覧
」
宝
永
四
年
の
条

（
弧
）
「
天
草
島
鏡
」
宝
永
五
年
の
条
亀
肥
後
国
誌
』
下
所
収
）
、
『
天
草
近
代
年
譜
』

（
弱
）
前
掲
「
御
奉
行
所
日
帳
」
宝
永
四
年
十
二
月

（
羽
）
こ
の
条
は
す
べ
一

（
釦
）
注
（
羽
）
に
同
じ

（
副
）
前
掲
「
藩
法
集
」

（
犯
）
注
（
羽
）
に
同
じ

（
”
）
〃
「
御
奉
行
所
日
根
抄
出
」

（
鯛
）
前
掲
「
島
屋
日
記
」
宝
永
四
年
の
条

（
羽
）
こ
の
条
は
す
べ
て
永
腎
文
庫
蔵
「
御
毒

前
掲
「
雑
録
」
（
『
肥
後
藩
の
政
垂

永
青
文
庫
蔵
「
年
食
覚
」

熊
本
県
立
図
書
館
蔵
「
藻
塩
草
」

1６

永
青
文
駆
蔵
「
享
保
十
八
年

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

前
掲
「
銃
跡
覧
」 ７

熊
本
藩
七
一
六
条

御
家
老
中
不
時
伺
帳
」

「
御
奉
行
所
日
帳
」
宝
永
四
年
十
一
月
の
条
に
よ
る



近
年
売
買
物
代
少
し
銭
高
一
一
て
候
得
は
、
銭
預
り
を
以
取
遣
い
た
し
候
、
是
ハ
畢
寛
人
馬
之
費
を
厭
、
一
統
勝
手
宜
処
よ
り
自
然
と
致
流

行
候
、
然
上
ハ
現
銭
同
前
二
付
預
り
出
し
侯
ハ
上
、
右
銭
高
ハ
は
引
除
圃
、
昼
夜
不
限
預
り
何
方
よ
り
一
一
て
も
参
次
第
早
速
銭
相
渡
筈
候

処
、
五
・
三
年
以
来
間
々
空
鉢
之
預
り
ヲ
取
替
置
、
色
々
入
組
及
難
渋
候
二
至
、
銘
会
不
埼
之
恐
レ
も
不
顧
、
毎
度
御
難
題
ケ
間
敷
儀
願

（
勢
》

次
の
通
達
が
出
た
。

（
弱
）

藩
の
諸
方
面
へ
の
受
払
い
に
切
手
差
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
が
、
藩
の
蔵
灸
で
は
御
蔵
預
に
よ
っ
て
蔵
米
の
出
納
を
行
な
っ
て

い
た
。
ま
た
民
間
で
は
銭
預
手
形
が
通
用
し
て
い
た
。

藩
札
の
発
行
に
代
っ
て
、
民
間
で
手
形
、
銭
預
り
が
通
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
安
永
七
年
二
月
現
銭
の
裏
づ
け
の
な
い
銭
預
が
出
た
の
で

、
宝
暦
改
革
期
に
お
け
る
支
出
の
仕
法

宝
暦
改
革
期
に
は
財
政
支
出
は
勘
定
方
の
予
算
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
要
領
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

御
出
方
筋
之
書
附
、
御
家
中
御
渡
方
を
初
め
、
前
以
て
一
切
の
儀
、
日
食
勘
定
所
に
て
し
ら
べ
被
仰
付
。
扱
日
々
御
出
方
筋
取
計
ひ
の
儀

愈
議
相
済
、
諸
向
御
達
放
の
米
銭
員
数
、
御
勘
定
所
え
政
府
よ
り
通
帳
を
以
て
御
達
相
成
候
に
つ
き
、
御
勘
定
所
に
て
は
、
右
を
目
当
に

切
手
差
紙
済
出
す
。
右
切
手
差
紙
の
米
銭
高
を
、
御
勘
定
所
よ
り
御
蔵
々
御
銀
所
之
根
廻
し
の
達
通
を
以
て
付
廻
置
き
、
御
蔵
奄
御
銀
所

に
て
は
、
右
付
廻
り
控
置
き
、
切
手
差
紙
差
次
第
引
合
わ
せ
、
渡
し
方
仕
り
、
其
受
払
を
差
引
帳
に
相
記
し
、
猶
又
御
勘
定
所
へ
相
達
申

グー、〆画、グ園、

５３５２５１
、画／、哩夕、写夕

－１７－

（
乳
）

候
（
下
略
）

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

前
掲
「
旧
章
略
記
」

松
本
蔵
「
御
巡
見
様
御
通
被
成
候
節
御
案
内
之
者
且
又
御
惣
庄
屋
共
御
返
答
可
申
上
哉
之
覚
書
」

上
妻
文
庫
蔵
「
御
勝
手
向
し
ら
べ
」
（
前
掲
『
肥
後
藩
の
政
治
』
所
収
）

二
、
銭
預
の
発
行



1８

天
明
六
（
一
七
八
六
）
・
七
年
飢
餓
に
見
舞
わ
れ
た
熊
本
藩
で
は
一
般
化
し
た
銭
預
り
を
藩
統
制
下
に
騒
ぐ
こ
と
と
し
た
．
元
来
町
家
が
相

対
で
発
行
し
た
銀
銭
預
り
の
会
所
を
設
け
て
町
中
に
通
用
す
る
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
天
明
六
年
十
月
十
七
日
の
読
ど
よ
れ
ば
、
次
の
如
く

討
さ
せ
た
。
し
か
し
、
惣
月
行
事
の
申
謎

不
申
」
と
返
答
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
。

で
あ
る
。 出

甚
不
届
之
至
候
、
依
之
一
統
銭
預
差
止
候
様
可
及
達
候
得
ど
も
、
左
候
て
ハ
極
盈
致
迷
惑
者
多
有
之
由
相
聞
候
条
、
以
来
銭
預
り
出
し

候
ハ
ム
、
早
速
引
除
置
、
不
限
昼
夜
受
取
後
柳
無
滞
様
相
心
得
、
相
互
随
分
手
堅
入
念
可
申
候

こ
れ
に
よ
れ
ば
銭
預
り
峰
①
高
額
の
取
引
に
用
い
ら
れ
る
、
②
銭
の
持
ち
運
び
が
容
易
な
と
こ
ろ
か
ら
流
行
し
、
③
現
銭
と
同
様
に
用
い
ら

れ
、
側
現
銭
の
裏
付
け
が
あ
る
の
で
、
何
時
で
も
現
銭
と
引
替
ら
れ
る
、
⑤
五
年
ほ
ど
前
か
ら
現
銭
の
裏
付
け
の
な
い
空
鉢
の
預
り
が
出
る
よ

う
に
な
り
、
当
事
者
間
で
解
決
出
来
ず
に
役
所
に
持
ち
込
む
こ
と
も
出
た
。
⑥
銭
預
り
を
全
面
的
に
禁
止
す
れ
ば
迷
惑
す
る
者
が
多
い
。
⑦
以

後
銭
預
り
を
出
す
者
は
現
銭
の
裏
付
け
を
し
て
い
つ
で
も
受
取
次
第
現
銭
と
引
替
ら
れ
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
商
人
の
高
額
の

取
引
き
に
は
銭
預
り
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
安
永
九
年
四
月
に
は
受
取
人
の
側
に
も
注
意
を
う
な
が
し
、
「
以
来
身
体
宜
敷

（
罰
）

者
迄
銭
預
手
形
受
取
、
見
懸
り
も
無
之
も
の
よ
り
ハ
決
て
受
取
不
申
様
」
通
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。
富
裕
な
商
人
ば
か
り
で
な
く
、
銭
預
手
形

が
出
さ
れ
て
い
る
状
況
が
察
知
で
き
る
の
で
あ
る
。
御
蔵
預
り
に
つ
い
て
も
、
天
明
七
年
の
達
に
「
御
蔵
預
歩
入
質
札
ハ
東
西
御
蔵
預
何
百
何

《
“
》

拾
石
何
某
当
り
と
、
一
枚
々
々
二
目
録
書
相
添
取
遣
可
致
」
と
あ
る
。
現
米
で
は
な
く
て
、
御
蔵
預
り
が
取
引
の
具
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
明
二
年
九
月
の
達
に
よ
れ
ば
、
当
時
町
家
で
は
歩
札
に
よ
る
米
の
投
機
が
一
般
的
に
な
り
、
蔵
預
書
持
の
も
の
は
反
っ
て
現
米
歩
札
と
称

し
て
、
空
鉢
歩
札
同
様
の
取
引
を
な
す
も
の
が
多
く
度
を
禁
止
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

（
雪
）

銭
預
り
の
取
扱
に
は
、
歩
札
に
よ
る
商
売
も
か
ら
ん
で
不
都
合
も
多
く
、
天
明
五
年
暮
に
は
新
坪
井
町
の
「
竹
屋
一
件
」
な
る
事
件
が
起
っ

た
。
町
方
で
は
銭
預
り
の
不
安
が
旅
人
に
よ
っ
て
他
領
に
拡
が
っ
て
は
領
内
の
恥
と
考
え
、
銭
預
り
丈
夫
の
法
を
確
立
す
る
た
め
別
当
中
に
検

討
さ
せ
た
。
し
か
し
、
惣
月
行
事
の
申
談
に
よ
っ
て
も
解
決
の
方
法
は
見
出
せ
ず
、
．
「
何
れ
も
両
度
打
寄
相
談
仕
候
へ
ど
も
、
何
分
に
も
及
了
簡

照
本
藩
に
お
け
る
落
札
の
発
行
（
松
本
）



1９

一
御
家
中
並
町
在
共
一
一
、
右
会
所
之
預
手
形
を
以
相
対
通
用
ハ
不
及
申
、
旅
人
え
相
渡
取
引
い
た
し
候
共
不
苦
候
、
尤
相
対
預
手
形
之
儀

ハ
、
申
分
等
出
来
候
節
、
訴
出
侯
て
も
一
切
取
上
不
申
、
且
旅
人
ハ
御
定
法
通
違
乱
無
之
様

一
右
会
所
預
手
形
之
儀
、
五
拾
目
よ
り
壱
貫
目
迄
二
相
究
、
会
所
よ
り
調
出
し
候
を
、
御
銀
所
並
御
郡
間
加
印
を
用
、
通
用
致
せ
候
へ
預

手
形
前
之
現
銀
銭
駄
賃
井
欠
銭
足
分
二
壱
貫
目
一
一
付
銭
弐
匁
五
分
宛
相
添
、
手
形
受
取
可
申
候
事

民
間
に
設
置
さ
れ
た
銀
銭
預
会
所
で
発
行
し
た
預
手
形
は
領
内
ば
か
り
で
な
く
旅
人
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
上
御
銀
所
も

し
く
は
御
郡
間
の
加
印
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
公
的
な
裏
付
け
を
も
っ
た
預
り
と
し
て
通
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
銀
銭
預

の
特
色
は
、
商
家
の
取
引
に
用
い
ら
れ
る
た
め
高
額
の
も
の
で
、
五
十
目
か
ら
壱
貫
目
ま
で
の
も
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
貨
幣
と
し

て
日
常
的
に
用
い
ら
れ
た
宝
永
期
以
来
の
銀
札
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
個
々
の
町
家
か
ら
相
対
で
振
出
さ
れ
る
預
手
形
に
信
用
を
附
け
、

保
証
を
与
え
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
会
所
で
振
出
さ
れ
た
預
手
形
と
は
別
に
、
町
家
か
ら
相
対
で
振
出
さ
れ
た
預
手
形
は

保
証
の
対
象
に
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
藩
と
し
て
こ
の
銀
銭
預
会
所
の
賑
合
い
の
た
め
相
撲
興
行
を
許
し
て
後
援
し
た
。

（
田
）

と
こ
ろ
が
、
予
想
に
反
し
て
銀
銭
預
会
所
は
振
わ
ず
、
翌
七
年
四
月
に
は
会
所
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
銀
銭
預
会
所
は
藩
の
思
惑

通
り
に
は
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
個
会
の
町
家
に
よ
る
相
対
の
銀
銭
預
り
が
一
般
的
で
あ
り
、
会
所
の
預
り
が
目
的
と
し
た
会
所
に
よ
る
保
証

が
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
達
は
も
う
一
つ
の
重
要
な
点
を
含
ん
で
い
る
．
会
所
預
り
は
会
所
が
廃
止
さ
れ
た
あ
と
残
務
を
御

銀
所
に
移
し
て
お
り
、
会
所
預
り
を
現
銀
銭
も
し
く
は
御
銀
所
預
り
に
振
替
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
銀
銭
預
会
所
は
藩
の
主
導
の
も
と
に
、

御
銀
所
、
御
郡
間
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
得
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
丁
度
こ
の
年
二
月
歩
札
会
所
を
は
じ
め
、

（
ロ
》

古
町
・
新
町
の
歩
札
商
人
が
打
崩
し
に
逢
う
と
い
う
事
件
が
が
あ
っ
て
お
り
、
坪
井
・
京
町
へ
も
ひ
ろ
が
り
、
そ
の
後
川
尻
・
宇
土
・
小
川
で
も

一
町
在
よ
り
御
郡
間
、
御
勘
定
所
・

手
形
を
以
諸
上
納
二
被
立
下
候
段

一
町
家
銀
銭
預
手
形
付
て
、
風
俗
不
宜
、
今
度
古
町
、
新
町
、
坪
井
町
へ
銀
銭
会
所
被
建
置
段
、
御
達
有
得
之
侯
、

一
町
在
よ
り
御
郡
間
、
御
勘
定
所
・
樋
方
・
諸
御
役
間
へ
上
納
い
た
し
候
銀
銭
共
二
納
方
不
案
内
、
便
利
不
宜
候
ハ
上
、
右
会
所
へ
申
談
、

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）



2０

第２表天明期損毛高 (｢肥後藩年表稿」による）

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

打
崩
し
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
歩
札
商
人
の
存
在
が
会
所
の
保
証
を
成
立

た
せ
な
く
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
結
果
的
に
み
れ
ば
、
銀
銭
預
会
所
の
廃
止
に

（
③
）

よ
っ
て
、
預
り
の
発
行
は
御
銀
所
・
御
郡
間
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

⑳
御
銀
所
預
・
御
郡
間
預
の
発
行

宝
暦
の
改
革
後
一
時
的
に
藩
財
政
は
収
入
と
支
出
が
均
衡
を
保
っ
た
が
、
天
明

の
飢
僅
後
は
連
年
の
損
毛
で
藩
財
政
は
疲
弊
し
て
い
っ
た
。
寛
政
元
年
（
一
七
八

五
）
禁
裏
造
営
手
伝
金
一
一
○
万
両
の
上
納
、
遊
行
上
人
の
接
待
、
巡
見
使
通
行
の

応
接
費
、
家
中
手
取
米
の
引
上
げ
な
ど
一
一
万
両
ほ
ど
の
赤
字
を
計
上
し
た
。
こ
う

し
た
赤
字
財
政
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
一
一
）
四
月
一
日
島
原

温
泉
岳
の
山
崩
れ
に
よ
る
津
浪
の
来
襲
で
あ
っ
た
。
津
浪
は
飽
田
・
玉
名
・
宇
土

の
沿
岸
諸
村
を
襲
い
、
田
畑
一
一
一
一
一
一
○
町
の
流
失
、
二
一
一
五
○
軒
流
失
、
五
五
一
一

（
“
）

○
人
死
亡
と
い
う
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
藩
で
は
災
害
復
旧
の
た
め
幕
府
か
ら
金

三
万
両
を
拝
借
し
た
が
、
莫
大
な
出
費
を
賄
う
こ
と
が
出
来
ず
。
中
老
志
水
次
兵

衛
は
大
奉
行
遠
坂
関
内
と
申
談
じ
て
、
御
銀
所
預
を
発
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
寛

政
四
年
（
一
七
九
一
一
）
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
表
面
上
の
理
由
は
悪
銭
・
破
銭
の
無

駄
が
多
く
、
途
中
で
の
煩
雑
を
さ
げ
て
、
便
利
の
た
め
発
行
す
る
と
云
っ
て
い
る

が
、
内
容
は
「
如
何
鉢
一
一
も
御
取
賄
出
来
兼
、
空
鉢
之
御
蔵
預
、
御
銀
所
預
を
頻

（
鰯
）

り
に
振
出
し
」
て
急
場
を
し
の
い
だ
。
現
銭
準
備
一
一
一
五
貫
目
に
対
し
て
、
総
額

年度損毛額 理由

285,634石

335,520

114,200

143,800

348,670

84700

142,000

134,300

189,500

249,800

369,800

元
２
３
４
５
６
７
８
元
２
３
４

明
政
天
寛

早睡、虫入

風水害

阿蘇、南御、矢部格別の不作

夏中長雨、疫病流行、浅間山寸志

夏中早越、９月大雨

夏中度々大雨洪水、８月大風

８月雨続

夏中降雨、気候不順、虫入

早魁、大雨洪水

夏早勉、虫入

大雨洪水

津浪、洪水



御
銀
所
預
は
現
銀
銭
の
裏
付
け
な
し
に
発
行
さ
れ
、
ま
た
圃
幣
・
改
ざ
ん
（
墨
付
）
な
ど
も
あ
り
、
貨
幣
価
値
は
金
・
銀
に
比
し
て
低
く
評

価
さ
れ
だ
。
寛
政
十
年
相
場
は
金
一
両
九
三
’
四
匁
、
一
歩
二
四
匁
、
銀
一
匁
一
○
八
’
九
文
で
あ
り
翌
十
一
年
銀
一
匁
一
一
○
文
で
あ
っ
た
。

他
方
現
銭
の
通
用
に
も
、
銭
の
善
悪
に
よ
り
懸
目
の
軽
重
が
あ
る
。
破
銭
・
欠
銭
が
多
く
費
え
に
な
る
。
町
在
よ
り
の
上
納
に
は
駄
賃
銭
・
途

中
の
煩
費
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
現
銭
の
不
足
が
あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
預
に
も
問
題
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
。
預
は

町
家
の
高
額
の
取
引
に
用
い
ら
れ
る
預
手
形
に
源
を
も
つ
だ
け
に
高
額
の
も
の
が
多
く
。
「
畢
寛
預
ハ
砕
ヶ
候
小
遣
二
難
成
、
自
然
と
不
便
利

之
唱
二
成
行
侯
」
と
い
っ
た
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
寛
政
十
一
年
九
月
町
方
根
取
、
惣
月
行
司
太
田
黒
伊
七
ら
は
、
「
右
之
通
一
一
て
ハ
折
角
預
通

（
風
）

用
被
仰
付
随
候
詮
も
無
之
事
二
付
、
当
十
月
朔
日
よ
り
小
割
預
被
仰
付
、
五
匁
、
一
一
匁
五
分
預
追
々
出
来
引
替
被
渡
下
筈
」
な
の
で
、
高
額
の

預
を
除
計
に
所
持
し
て
不
便
利
な
も
の
は
御
銀
所
で
引
替
る
よ
う
に
町
中
へ
通
達
し
た
。

寛
政
十
三
年
御
銀
所
預
が
改
訂
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
是
迄
の
形
で
は
間
々
偽
物
も
交
っ
て
い
る
の
で
、
全
く
改
訂
し
、
今
ま
で
の
預
は

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

家
持
、
富
裕
な
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

モ
モ
イ
ロ

（
釘
）

『
官
職
制
度
考
』
に
よ
れ
ば
、
「
色
は
黄
・
青
・
降
白
、
印
文
竣
、
狼
、
幡
龍
等
の
文
を
押
す
」
と
と
あ
胸
ソ
、
木
版
印
刷
の
預
で
あ
っ
た
。
御

銀
所
で
は
便
利
の
た
め
小
額
の
預
り
を
準
備
し
て
お
き
、
諸
渡
方
の
う
ち
預
を
望
む
者
に
は
早
速
現
銭
引
替
渡
し
下
す
事
と
し
、
町
在
よ
り
の

諸
上
納
も
預
で
行
う
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て
御
銀
所
預
が
支
障
な
く
通
用
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
翌
年
に
は
御
郡
間
で
も
小
預
を
振
出
し
て

諸
渡
方
、
町
在
の
諸
上
納
に
も
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
郡
間
が
廃
止
さ
れ
御
郡
方
に
合
併
さ
れ
る
と
、
御
郡
間
御
銀

所
は
小
物
成
方
御
銀
所
と
改
称
さ
れ
た
が
、
職
務
内
容
は
そ
の
ま
‐
坐
受
け
つ
が
れ
た
。
御
銀
所
・
小
物
成
方
御
銀
所
発
行
の
預
が
通
用
す
る
よ

う
に
な
る
と
、
町
家
発
行
の
銭
預
と
の
問
題
が
生
じ
て
来
る
。
町
家
銭
預
は
安
永
七
年
の
通
達
で
も
現
銭
同
様
に
通
用
し
、
い
つ
で
も
現
銭
と

の
引
替
が
滞
り
な
く
出
来
る
こ
と
を
条
件
に
発
行
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
間
々
空
鉢
の
銭
預
を
発
行
す
る
も
の
が
あ
り
、
寛
政
九
年
に
は

（
園
）

Ｊ
も
出
さ
れ
た
。

三
五
○
○
貫
目
を
発
行
、
預
の
種
類
は
一
貫
目
・
一
○
○
目
．
五
○
目
．
四
○
目
．
一
一
一
○
目
．
二
○
目
．
一
○
匁
の
六
種
類
の
ほ
か
小
額
の
預

－２１－



日
常
生
活
に
用
い
る
小
預
は
現
銭
払
底
の
折
か
ら
、
下
方
便
利
の
た
め
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
信
用
貨
幣
た
る
預
は
生
活
の
中
に
根
を

下
し
た
感
が
あ
っ
た
。
し
か
し
預
に
よ
れ
ば
物
価
は
高
騰
の
道
を
た
ど
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
三
拾
目
預
ま
で
は
月
限
に
引
替
え
た
が
、
弐
拾

目
預
以
下
は
大
通
に
出
廻
っ
て
お
り
、
急
速
に
引
替
え
を
完
了
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
ゆ
る
や
か
に
交
換
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
享

和
二
年
三
月
に
な
っ
て
五
匁
預
二
匁
五
分
預
を
差
止
め
ら
れ
て
は
町
中
が
難
渋
す
る
こ
と
の
願
出
が
あ
り
、
当
分
の
間
通
用
す
る
こ
と
と
な
り
、

小
預
は
毎
月
八
日
・
十
五
日
・
二
十
五
日
の
三
度
宛
現
銭
と
の
引
替
が
な
さ
れ
現
銀
引
替
を
望
む
者
は
こ
の
定
日
に
御
銀
所
へ
申
出
て
引
替
え

（
、
》る

こ
と
と
し
た
。
し
か
し
同
年
五
月
に
な
っ
て
現
銭
の
不
足
は
明
白
と
な
り
、
御
銀
所
で
の
現
銭
引
替
は
困
難
と
な
り
、
ま
た
町
在
で
も
現
銭

の
不
足
し
た
た
め
預
の
融
通
が
不
調
と
な
っ
た
。
藩
で
は
「
只
今
通
一
一
て
は
上
下
難
渋
其
分
二
難
被
差
置
候
ニ
付
」
、
御
銀
所
預
の
整
理
に
乗
り

出
し
、
町
在
か
ら
寸
志
を
募
り
切
り
抜
け
る
こ
と
と
し
た
。
寸
志
額
は
在
中
は
三
年
間
本
地
・
新
地
共
一
反
に
一
升
、
開
畝
物
は
一
升
五
合
、

（
Ⅶ
）

御
赦
免
開
も
一
反
一
升
五
合
が
課
せ
ら
れ
、
町
は
間
口
一
間
に
付
五
匁
が
課
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
預
の
振
出
高
は
多
額
に
及
ん
で
お
り
、
こ
の

程
度
の
反
懸
り
で
は
預
演
方
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
と
の
判
断
か
ら
広
く
寸
志
を
募
る
こ
と
と
し
た
。

す
べ
て
廃
棄
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
新
預
は
黄
色
の
雁
皮
紙
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
月
朔
日
よ
り
す
べ
て
引
替
の
予
定
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
、
寛
政
か
ら
享
和
へ
と
年
号
が
改
め
ら
れ
た
た
め
、
新
預
の
雷
直
し
が
必
要
と
な
り
、
一
ヶ
月
さ
し
延
べ
て
五
月
朔
日
か
ら
月

限
引
替
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
小
物
成
方
預
も
同
様
に
す
べ
て
改
訂
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
際
五
匁
、
二
匁
五
分
の
小
預
は
現
銭
と

の
引
替
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、
下
方
便
利
の
た
め
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
の
よ
う
に
小
預
の
効
用
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

拾
匁
以
下
之
小
預
御
引
上
一
一
相
成
候
て
ハ
、
於
町
家
た
と
ヘ
ハ
三
匁
之
品
ヲ
売
、
其
代
二
拾
匁
預
受
取
候
ヘ
ハ
七
匁
、
釣
ヲ
出
シ
申
候
。

然
時
ハ
釣
銭
難
渋
二
付
売
買
も
相
改
申
外
無
之
由
相
聞
候
、
然
と
も
大
元
九
匁
九
分
迄
ハ
現
銭
ノ
渡
下
事
二
付
、
一
統
小
預
た
け
現
銭
ハ

融
通
い
た
し
釣
銭
難
渋
無
之
訳
二
て
、
且
又
小
預
通
用
被
仰
付
侯
ヘ
ハ
、
大
工
‐
・
日
雇
等
現
銭
受
取
不
申
候
て
ハ
日
用
差
支
、
右
引
替
一
一

付
て
い
間
ニ
ハ
歩
銭
を
も
差
出
候
哉
二
相
聞
、
今
日
過
之
者
共
別
て
及
難
渋
候
様
子
二
付
、
中
以
下
之
者
小
預
ヲ
好
候
一
一
て
有
之
哉
、
如

何
之
段
委
細
御
付
紙
有
之
候
事

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
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こ
の
一
件
に
関
し
て
庶
民
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
た
か
、
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
に
よ
っ
て
見
て
承
よ
う
。

御
銀
所
預
り
又
御
郡
間
預
り
数
幾
千
ア
リ
ア
ヶ
ル
ャ
不
知
、
近
年
此
預
り
潰
シ
ノ
タ
メ
ト
テ
、
町
家
ニ
ハ
寸
志
ヲ
被
仰
付
、
在
中
ニ
ハ
田

一
反
二
米
一
升
宛
上
候
様
一
一
ト
被
仰
付
タ
リ
、
是
ハ
反
掛
リ
ト
云
、
是
ヨ
リ
預
リ
カ
減
シ
タ
リ
ト
モ
云
う
、
依
之
今
ハ
銭
モ
預
リ
モ
同
シ

事
ニ
ナ
リ
、
カ
ュ
ル
ニ
モ
サ
ス
事
ナ
ク
平
等
ニ
ッ
カ
フ
ナ
リ
、
預
貴
ク
ナ
リ
タ
ル
故
ナ
リ
、
然
ル
ー
一
迷
惑
ナ
事
ハ
是
ヲ
似
ス
ル
者
ア
リ
テ
、

預
リ
ヲ
必
多
ト
取
ア
ッ
カ
ハ
ヌ
者
ハ
似
セ
ヲ
見
分
ル
事
ナ
ク
取
事
ナ
リ
、
マ
タ
在
中
ノ
無
筆
ノ
者
ハ
猶
以
知
ラ
ス
Ｐ
又
字
ヲ
直
シ
テ
仕
フ
、

タ
ト
ヘ
ハ
五
十
目
五
ノ
字
ヲ
百
二
直
シ
、
五
匁
ヲ
五
十
目
一
一
直
ス
似
セ
預
リ
モ
ア
リ
、
此
頃
ハ
黄
色
紙
ノ
預
リ
モ
圏
ス
ル
ナ
リ
、
是
ハ
紙

渡
二
相
談
ヲ
セ
ス
ハ
紙
テ
キ
マ
シ
、
此
百
目
ノ
似
セ
ヲ
見
シ
カ
…
…
、
遠
方
ノ
者
ヨ
リ
取
タ
ル
ハ
急
二
取
替
モ
不
成
、
大
二
人
ノ
難
渋
ス

ル
事
ナ
リ
、
上
ヨ
リ
モ
御
吟
味
強
ケ
レ
ト
、
方
を
一
一
細
工
器
用
モ
ノ
有
テ
他
国
ヨ
リ
モ
似
セ
ヲ
作
り
出
ト
也
、
作
リ
シ
者
知
レ
ヶ
ル
ハ
召

捕
レ
牢
二
入
、
或
ハ
刑
嗣
セ
ラ
レ
顕
し
方
ニ
ナ
リ
タ
ル
者
ハ
欠
落
ス
ル
ャ
ラ
出
奔
ス
ル
ャ
ラ
数
ヲ
知
ラ
サ
ル
ヘ
シ
、
是
大
ナ
ル
罪
人
ノ
出

束
ル
事
ナ
リ
、
後
出
シ
黄
紙
ノ
預
り
ぐ
ア
ウ
ン
ノ
獅
子
ノ
印
ア
リ
テ
似
セ
モ
成
力
タ
キ
委
キ
物
ナ
ン
ト
、
本
人
ノ
作
り
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ

愚
）

ハ
、
広
キ
国
ナ
レ
ハ
又
細
工
二
器
用
ノ
者
ア
リ
テ
、
イ
ヵ
ャ
ウ
ノ
六
ヶ
敷
細
工
ナ
リ
ト
モ
マ
ネ
ヌ
ト
ー
云
事
ハ
ナ
シ

御
銀
所
預
が
手
形
の
域
を
超
え
て
ほ
と
ん
ど
紙
幣
と
し
て
流
通
し
て
い
る
様
子
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
余
り
に
も
安
易
に
発
行

さ
れ
た
た
め
に
混
乱
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
享
和
三
年
二
月
銀
所
預
潰
方
の
責
任
を
問
わ
れ
て
勘
定
頭
は
残
ら
ず
免
職
、
根
取
・
帳
宙
は
含

（
、
。

（
刑
）

め
を
受
け
、
用
達
の
商
人
は
牢
舎
を
申
し
付
け
ら
れ
た
。
こ
の
年
の
預
の
総
額
は
一
五
○
○
○
貫
目
に
及
ん
だ
と
い
う
。
預
演
が
な
さ
れ

た
結
果
御
銀
所
預
は
信
用
を
回
復
し
、
隈
府
町
で
は
享
和
四
年
正
月
に
は
御
銀
所
預
は
鳥
目
同
前
の
取
扱
い
を
受
硫
で
い
る
。
こ
の
四
月
年
号

は
文
化
と
改
元
さ
れ
た
が
、
信
用
を
回
復
し
た
御
銀
所
預
は
圃
作
を
さ
け
る
た
め
黄
色
に
獅
子
の
印
を
用
い
る
精
巧
な
も
の
に
改
め
ら
れ
た
。

預
の
発
行
は
相
変
ら
ず
続
け
ら
け
れ
た
。
こ
の
年
も
大
雨
、
洪
水
な
ど
で
損
毛
高
は
一
一
二
四
、
一
一
九
○
石
に
及
ん
だ
が
、
家
臣
ら
の
財
政
窮
乏

も
著
る
し
く
、
十
月
に
は
家
中
貧
困
の
者
へ
拝
借
銀
を
許
し
、
家
中
勝
手
向
取
直
し
の
た
め
御
銀
所
預
一
八
○
○
貫
目
を
振
出
し
て
こ
れ
に
あ

て
て
い
る
。
藩
で
は
こ
の
後
貨
殖
政
策
を
強
化
す
る
が
、
諸
間
の
預
発
行
も
そ
の
政
策
上
に
あ
り
、
預
は
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
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文
化
五
年
（
一
八
○
八
）
十
二
月
鶴
崎
御
郡
代
か
ら
鶴
崎
表
通
用
の
た
め
弐
匁
五
分
、
壱
匁
五
分
の
預
を
振
出
し
た
い
と
の
願
が
あ
っ
た
。

此
預
は
小
額
の
預
で
あ
り
、
藩
札
の
禁
令
に
抵
触
し
な
い
か
と
池
永
善
三
左
衛
門
・
落
合
仙
助
に
問
合
わ
せ
た
処
、
差
支
な
し
と
の
折
紙
が
つ

（
和
）

き
、
鶴
崎
ば
か
り
で
は
な
く
御
国
で
通
用
し
、
上
納
・
現
銭
引
替
、
熊
本
御
銀
所
へ
差
出
す
も
苦
し
か
ら
ず
と
の
許
可
が
あ
っ
た
。

文
化
六
年
槻
方
の
八
代
出
会
所
建
設
資
金
を
得
る
た
め
、
樋
方
銭
預
が
振
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
槻
方
銭
預
は
文
化
年
間
に
入
っ
て

ス
ー
ム
ズ
に
流
通
し
て
い
た
が
、
幅
広
で
取
扱
不
便
の
た
め
今
度
の
振
出
を
機
に
小
幅
の
も
の
に
改
め
戸
今
ま
で
流
通
し
て
い
た
幅
広
の
も
の

と
引
替
え
る
こ
と
と
し
た
。
引
替
は
松
田
甚
十
郎
・
真
田
精
蔵
・
弓
削
嘉
十
郎
宅
で
行
わ
れ
た
。
小
物
成
方
で
も
撞
方
に
合
せ
て
大
形
銭
預
を

（
両
）

差
し
止
め
小
形
預
を
振
出
す
こ
と
と
し
、
熊
本
・
宇
土
・
八
代
の
一
一
一
ヶ
所
で
引
替
え
る
こ
と
と
し
た
。

文
化
七
年
二
月
一
一
十
八
日
先
年
の
御
銀
所
預
書
替
の
さ
い
廃
止
さ
れ
る
筈
で
あ
っ
た
五
匁
・
二
匁
五
分
預
が
古
び
痛
ん
で
来
た
の
で
書
替
が

達
せ
ら
れ
た
。
引
替
は
城
内
乾
櫓
で
三
月
二
日
か
ら
十
一
月
一
一
十
五
日
ま
で
か
上
っ
て
行
な
わ
れ
、
古
預
は
焼
捨
て
ら
れ
た
。
こ
の
時
久
住
小

（
、
）

物
成
方
歩
入
会
所
が
取
建
ら
れ
久
住
表
通
用
の
た
め
五
匁
・
一
一
匁
五
分
預
が
振
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
近
年
岡
領
の
銀
札
が
阿
蘇
・
南
郷
表
な
ど

領
内
に
入
っ
て
来
た
の
で
、
そ
の
流
通
防
止
策
と
し
て
小
預
の
流
通
を
図
っ
た
も
の
で
、
矢
部
・
菅
尾
・
高
森
な
ど
遠
在
地
に
も
五
匁
・
一
匁

《
、
）

の
小
額
を
発
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
遠
在
地
通
用
の
小
預
が
熊
本
町
に
も
入
り
込
ん
で
来
て
お
り
、
熊
本
町
で
は
そ
の
通
用
を
禁
じ
て
い

る
。
文
化
八
年
六
月
に
も
一
匁
以
下
の
小
預
は
東
目
在
以
外
か
ら
は
引
き
上
げ
て
い
る
。
こ
の
小
預
は
岡
札
対
策
の
役
割
を
も
っ
て
い
た
か
ら

東
目
在
（
矢
部
、
菅
尾
、
高
森
在
）
で
は
廃
止
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

文
化
八
年
九
月
現
在
の
御
銀
所
預
の
発
行
高
は
次
の
通
娠
で
で
あ
る
。

本
方
振
出
高
一
万
六
五
九
五
貫
五
○
○
目

追
々
焼
捨
四
一
六
七
、
○
九
○
目
（
八
万
七
八
三
九
枚
）

当
時
通
用
一
、
一
一
四
一
一
八
、
四
一
○
目

霊
崎
御
銀
所
預
三
一
二
四
、
四
五
三
匁
九
分
（
一
四
六
万
六
一
九
三
枚
）



小
物
成
方
預
一
三
○
二
、
九
一
○
目

櫨
方
預
一
七
○
○
、
○
○
○
目
（
九
万
二
○
四
○
枚
）

御
郡
方
預
二
七
五
九
、
○
○
○
目
（
一
○
万
二
九
○
○
枚
）

本
方
振
出
高
と
は
御
銀
所
預
の
こ
と
で
あ
る
。
御
銀
所
預
の
枚
数
と
比
し
て
鶴
崎
預
、
槻
方
預
、
御
郡
方
預
の
枚
数
が
多
い
の
は
、
そ
れ
ら
諸

間
の
預
は
小
額
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
一
般
的
に
は
小
預
が
通
用
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
七
月
御
銀
所
預
の
雷
替
が
議
論
さ
れ
た
。
御
銀
所
の
意
向
は
小
預
が
大
量
に
出
廻
っ
て
い
る
た
め
こ
れ
を
大
預
に

引
替
た
い
、
五
拾
目
預
は
高
直
し
の
見
分
け
難
い
も
の
が
多
い
の
で
小
預
に
書
替
え
、
潰
方
に
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
町
別
当
中

．
（
則
）

で
参
談
の
結
果
次
の
よ
う
に
意
見
を
具
申
し
た
。
当
時
の
預
の
実
態
が
よ
く
判
る
の
で
全
文
を
を
あ
げ
よ
う
。

乍
恐
御
内
意
申
上
覚

一
御
銀
所
御
預
之
儀
当
時
数
を
御
振
出
二
相
成
候
儀
、
一
統
便
利
之
た
め
と
奉
存
難
有
仕
合
二
奉
存
候
、
然
処
右
之
通
砕
ヶ
候
て
ハ
高

直
し
偽
物
等
之
畿
、
別
て
於
遠
在
一
天
見
分
ヶ
も
難
渋
仕
様
子
二
相
聞
へ
申
候
、
乍
恐
左
之
通
被
仰
付
候
て
ハ
如
何
可
有
之
哉
、
私
共

申
談
候
趣
申
上
侯

一
百
目
御
預

弐
匁
五
分
御
預

右
三
通
迄
通
用
被
仰
付
、
其
余
五
拾
目
．
四
拾
目
．
三
拾
目
．
弐
拾
目
・
五
匁
迄
之
御
預
リ
ハ
都
て
御
波
方
被
仰
付
候
様
、
乍
恐
奉
存

侯
、
五
拾
目
．
三
拾
目
・
弐
拾
目
御
預
ハ
高
直
し
多
、
於
下
方
ハ
至
て
難
見
分
難
渋
仕
申
候
、
其
上
御
預
種
類
多
御
座
候
得
ハ
、
莫
大

之
御
振
出
二
相
見
、
下
方
気
受
一
一
も
拘
り
可
申
哉
と
乍
慨
奉
相
考
候
、
依
之
、
右
三
通
迄
二
相
成
候
得
ハ
、
格
別
余
計
二
相
見
へ
不
申
、

乍
恐
下
方
気
受
も
宜
敷
可
有
御
座
候
哉
と
奉
相
考
候

捨
匁
御
預

照
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

－２５－



と
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2６

②
こ
の
う
ち
五
十
目
、
三
十
目
、
二
十
目
預
は
高
直
し
（
偽
札
）
が
多
く
、
下
方
で
は
識
別
に
困
っ
た
こ
と

③
種
類
が
多
く
大
鉦
の
預
振
出
の
た
め
、
下
方
で
通
用
に
不
安
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と

④
預
の
信
用
回
復
の
た
め
百
目
、
十
匁
、
二
匁
五
分
の
三
種
類
に
す
る
こ
と

⑤
百
目
預
は
従
来
の
大
き
さ
で
よ
い
が
、
識
別
の
た
め
十
匁
預
は
縦
横
と
も
紙
幅
を
減
じ
て
、
百
目
預
よ
り
一

な
ど
で
あ
る
。
町
別
当
ら
の
進
言
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ふ
採
用
さ
れ
て
、
同
年
閏
十
一
月
二
十
一
日
に
は
百
目
、

《
醜
》

の
通
用
が
達
せ
ら
れ
た
。

①
当
時
通
用
し
て
い
た
頃
の
額
面
は
、
百
目
、
五
十
目
、
四
十
目
、
三
十
目
、
一
一
十
目
、
十
匁
、
五
匁
、
一
一
匁
五
分
預
の
八
種
類
で
あ
る
こ

こ
の
預
は
し
ば
ら
く
書
替
の
ま
上
用
い
ら
れ
た
と
見
え
、
新
預
へ
の
引
替
は
文
化
十
二
年
七
月
頃
か
ら
十
二
月
三
日
ま
で
か
か
つ
，
た
。
「
御

七
月山

内
多
一

佐
久
間
角
堅

こ
の
覚
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、

一
拾
匁
御
預

右
ハ
今
迄
同
様
之
御
仕
立
二
被
成
置
候
て
ハ
、
猶
高
直
し
之
儀
も
難
計
御
座
候
間
、
百
目
御
預
ハ
今
通
り
之
紙
幅
二
被
成
歴
、
拾
匁
御

預
は
一
体
立
横
共
二
紙
幅
二
減
候
方
可
然
と
奉
相
考
候

右
御
内
意
申
上
候
儀
ハ
至
て
御
大
造
之
御
儀
二
奉
存
候
得
共
、
前
文
申
上
候
通
被
仰
付
被
下
候
〈
高
直
し
好
計
等
之
疑
も
有
御
座

間
駁
奉
存
候
間
、
此
節
小
預
御
書
替
御
達
筋
二
付
、
私
共
存
寄
之
儀
無
揮
申
上
候
、
重
畳
宜
敷
御
参
談
被
成
候
様
達
申
上
候
、
巳
上

（
文
半
年
）

七
月
照
本
御
町
別
当

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

一
百
目
御
預

角多
助蔵
殿 殿

廻
り
小
さ
く
す
る
こ
と

拾
匁
、
二
匁
五
分
三
種
の
預



（
“
）

銀
所
新
預
御
引
替
被
仰
付
侯
二
付
、
御
仕
法
之
儀
熊
本
中
二
四
五
ヶ
所
建
物
被
仰
付
候
ハ
、
、
別
当
中
手
入
二
て
相
勤
」
て
な
さ
れ
、
弐
匁
五

《
“
）

分
預
は
九
四
万
四
五
○
○
枚
が
振
出
さ
れ
た
。
小
預
発
行
に
期
待
す
る
声
に
応
じ
た
五
℃
の
で
あ
っ
た
。
小
預
は
貨
幣
代
用
と
し
て
ス
ム
ー
ズ

に
通
用
し
た
が
、
そ
れ
で
も
文
政
三
年
（
一
八
二
○
）
宇
土
、
八
代
、
芦
北
で
は
銀
所
預
と
現
銭
に
歩
指
を
取
っ
て
吟
味
さ
れ
る
と
い
う
事

《
“
）
《
“
）

件
が
起
っ
て
い
る
。
文
政
四
年
六
月
に
Ｊ
も
両
御
銀
所
、
櫨
方
で
現
銭
引
替
に
際
し
不
正
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
事
は
預
の
発
行
に
現
銀

裏
付
が
な
い
た
め
に
信
用
を
失
っ
た
結
果
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
預
を
振
出
す
諸
蹄
で
は
信
用
を
回
復
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

世
上
に
は
預
が
大
通
に
出
廻
っ
て
い
る
上
に
改
ざ
ん
さ
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
一
概
に
偽
物
と
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
と
見

え
、
同
年
十
一
月
十
七
日
の
壷
で
は
、
こ
れ
ま
で
引
替
を
認
め
な
か
っ
た
銀
所
預
の
黄
色
の
偽
預
の
う
ち
文
字
を
改
ざ
ん
し
た
も
の
は
引
替
を

許
す
こ
と
と
し
た
。

文
政
十
・
十
一
両
年
の
凶
作
で
損
毛
は
二
七
万
石
、
一
一
一
七
万
石
余
に
の
ぼ
り
、
窮
民
救
助
は
十
年
八
三
四
九
人
・
十
一
年
九
八
九
一
一
人
に
も

《
的
）

及
ん
だ
。
藩
は
京
・
大
坂
の
借
物
返
済
Ｊ
も
断
る
有
様
で
あ
っ
た
の
で
、
十
一
年
鶴
崎
御
銀
所
預
を
振
出
と
し
て
急
場
を
し
の
ん
だ
、
天
保
元
年

も
不
作
で
あ
っ
た
が
、
藩
で
は
銀
所
預
の
縮
小
を
は
か
り
、
五
月
か
ら
藩
内
の
現
銀
の
他
所
へ
の
密
出
を
禁
ず
る
と
と
も
に
、
御
銀
所
預
を

（
国
）

月
々
一
○
・
一
一
○
貫
宛
引
き
除
い
て
演
し
方
，
と
す
る
こ
と
に
し
た
。

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
四
月
五
日
か
ら
城
内
乾
櫓
に
お
い
て
十
匁
以
上
の
御
銀
所
預
の
雷
替
え
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
は
文
化
十
年
の
引
替

え
の
と
き
に
残
っ
た
古
預
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
年
も
引
替
え
は
完
了
し
な
か
っ
た
と
見
え
、
弘
化
元
年
（
一
八
四
四
）
に
再
び
文
化
十
年
依
然

の
古
預
引
替
海
澄
命
じ
て
徹
底
を
は
か
っ
て
い
る
。

（
陣
》

天
保
年
間
頃
（
年
不
詳
）
の
諸
御
間
預
の
振
出
高
の
振
出
高
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

熊
本
御
銀
所
預
一
万
六
五
九
六
貫
目

（
此
金
一
六
万
五
九
六
○
両
）

平
準
方
預
一
万
一
五
五
六
貫
七
○
○
目
（
此
金
一
一
万
五
五
六
七
両
）

久
住
出
会
所
預
二
万
一
六
○
貫
目
．
（
此

一
一
○
万
一
六
○
○
両
）

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

－２７－



肥
後
国
阿
蘇
郡
に
隣
接
す
る
岡
藩
で
も
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
以
来
銀
札
が
発
行
さ
れ
、
天
明
年
間
（
一
七
八
一
’
一
七
八
九
）
熊
本
領

（
爵
）

の
う
ち
阿
蘇
・
南
郷
・
小
国
・
久
住
・
野
津
原
・
熱
崎
な
ど
で
は
岡
札
が
交
易
の
承
な
ら
ず
質
請
に
も
用
い
ら
れ
る
ほ
ど
に
通
用
し
て
い
た
。

文
化
六
年
（
一
八
○
九
）
藩
は
岡
領
銀
札
防
止
策
と
し
て
阿
蘇
南
郷
に
御
銀
所
小
預
を
振
出
す
こ
と
と
し
、
翌
七
年
二
月
に
は
久
住
に
小
物
成

目
預
（
一
六
七
×
九
八
ミ
リ
）

鋤
岡
札
の
通
用
と
防
止
策

鎚
崎
御
銀
所
預
五
○
○
貫
目
（
此
金
五
○
○
○
両
）

小
物
成
方
預
一
○
九
八
貫
目
（
此
金
一
万
九
八
○
両
）

樋
方
預
五
一
四
九
貫
二
五
○
目
（
此
金
五
万
一
四
九
二
両
二
歩
）

計
五
万
九
五
九
五
貫
九
五
○
目
（
此
金
五
九
万
五
五
九
九
両
二
歩
）

こ
れ
を
文
化
八
年
の
振
出
高
と
比
較
し
て
み
る
と
、
御
銀
所
預
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
（
但
し
文
化
八
年
に
は
四
一
六
七
貫
目
の
焼
捨
分
が
あ
る
）

で
あ
る
が
、
平
準
方
、
久
住
出
会
所
な
ど
新
設
の
役
所
と
槻
方
が
多
額
の
振
出
を
し
て
い
る
。
こ
の
三
者
は
貨
殖
を
行
な
う
役
所
で
あ
る
だ
け

に
、
多
額
の
預
を
振
出
す
こ
と
は
う
な
づ
け
る
が
、
総
額
で
承
れ
ば
ほ
と
ん
ど
倍
額
の
預
が
振
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
閏
五
月
御
銀
所
預
の
う
ち
黄
色
百
目
預
に
は
広
幅
、
狭
幅
の
二
種
が
あ
っ
た
が
、
広
幅
一
種
を
通
用
さ
せ
、
狭
幅

（
的
）

の
も
の
は
引
替
え
を
通
達
、
整
理
し
た
。
現
存
す
る
御
銀
所
預
は
改
元
し
た
ば
か
り
の
嘉
永
元
年
三
月
（
改
元
は
一
一
月
一
一
十
八
日
）
付
の
百
目

預
・
十
匁
預
が
あ
り
、
指
示
の
通
り
広
幅
に
な
っ
て
い
る
。
安
政
二
年
二
月
に
は
久
住
出
会
所
の
二
匁
五
分
預
り
、
表
に
朱
印
が
あ
り
裏
に
役

（
脚
・
）

人
名
の
な
い
分
は
三
月
ま
で
に
引
替
え
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
安
政
四
年
一
一
月
に
は
一
一
分
．
五
分
．
一
匁
の
小
預
が
達
せ
ら
れ
、
隈
府
町
で
は
「
四

（
偶
）

月
十
五
日
引
替
へ
の
新
預
り
、
御
会
所
相
渡
し
た
成
」
っ
た
。

現
存
す
る
御
銀
所
預
に
よ
れ
ば
、
万
延
元
年
庚
申
十
一
月
一
貫
目
預
が
振
出
さ
れ
た
。
タ
テ
二
○
七
ミ
リ
、
ヨ
コ
一
五
五
ミ
リ
の
大
判
な
預

で
あ
っ
た
。
最
後
に
明
治
元
年
戊
辰
十
一
月
に
も
一
貫
目
預
（
一
八
二
×
一
○
七
ミ
リ
）
・
五
百
目
預
（
一
七
六
×
九
九
ミ
リ
）
・
一
一
百
五
十

目
預
（
一
六
七
×
九
八
ミ
リ
）
・
百
目
預
（
一
七
七
×
六
三
ミ
リ
）
・
五
十
目
預
（
一
八
○
×
六
四
ミ
リ
）
の
高
額
の
預
が
振
出
さ
れ
た
。

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）
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一
岡
札
は
七
分
替

ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ

こ
う
し
て
岡
札
は
備
前
屋
・
上
万
屋
で
両
替
の
上
、
諸
上
納
に
あ
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
岡
札
の
新
札
が
発
行
さ
れ
る
と
新
札
へ
の
引

替
が
な
さ
れ
た
が
、
矢
部
惣
庄
屋
は
手
永
中
の
庄
屋
に
、
竹
田
岡
札
所
持
の
も
の
へ
、
新
岡
札
と
の
引
替
え
を
通
達
し
て
い
麺
そ
れ
ば
か
り

か
、
岡
札
は
矢
部
か
ら
小
川
町
一
帯
、
あ
る
い
は
熊
本
で
も
通
用
し
て
い
る
と
い
う
。
年
未
詳
の
「
上
野
亀
右
衛
門
上
書
」
は
岡
札
の
通
用
を

（
唾
）
●

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

（
熊
本
坪
井
町
》

鶴
崎
ノ
預
札
ト
テ
此
国
府
ニ
モ
行
ワ
レ
候
、
又
此
五
一
一
一
年
以
前
久
住
、
鶴
崎
辺
ニ
テ
承
候
二
、
豊
後
岡
候
ノ
銀
札
モ
国
府
ノ
建
丁
辺
ニ
テ

《
固
本
）

ハ
通
用
仕
ル
由
承
候
イ
云
ト
モ
、
定
メ
テ
虚
説
ニ
ャ
ト
存
候
テ
敢
テ
信
用
不
仕
候
二
、
一
昨
午
二
月
赤
尾
ロ
ニ
テ
卿
ノ
品
ヲ
求
候
二
、
岡

方
歩
入
会
所
を
建
て
そ
の
地
方
に
通
用
さ
れ
る
た
め
五
匁
、
一
一
匁
五
分
の
預
を
振
出
さ
電
ま
た
高
森
で
は
岡
札
防
ぎ
方
と
し
て
小
物
成
方
に

お
い
て
産
物
買
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
岡
札
の
入
込
承
に
よ
っ
て
現
銀
が
流
出
す
る
こ
と
を
恐
れ
か
ら
で
あ
っ
た
。
果
た
し
て
文
政
七
年
に
は

熊
本
町
其
外
の
商
人
ら
が
竹
田
表
へ
銀
を
も
ち
こ
ゑ
、
そ
の
結
果
岡
札
が
大
量
に
入
り
込
ん
で
来
た
こ
と
を
あ
げ
、
在
御
家
人
に
取
し
ま
り
を

（
旬
）
（
釣
）

強
化
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
防
止
策
に
も
拘
ら
ず
岡
札
は
阿
蘇
南
郷
・
矢
部
に
入
り
込
み
、
諸
取
立
の
支
障
に
も
な
っ
た
の
で
、

（
噸
）

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
矢
部
惣
庄
屋
布
田
保
之
助
は
村
々
庄
屋
中
に
次
の
よ
う
に
達
し
た
。

諸
御
取
立
金
銀
は
判
屋
包
の
外
井
岡
札
は
請
取
不
申
段
追
を
申
達
置
候
通
に
て
、
相
願
腫
候
筋
も
有
之
候
得
共
、
未
た
御
時
無
之
、
右
に

付
て
下
方
難
渋
の
筋
も
可
有
之
哉
に
付
、
左
の
通

一
判
銀
壱
匁
に
付
百
弐
拾
八
文
半
宛

右
者
熊
本
判
屋
手
数
且
岡
札
取
替
等
難
渋
の
面
々
は
浜
町
備
前
屋
・
上
万
屋
へ
右
直
段
割
差
を
以
両
替
申
談
磁
候
間
、

候
、
以
上
．

2９

館
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

十
月
十
五
日

村
々
庄
屋
中

布
田
保
之
助

弁
利
に
可
被
申
談



3０

注
〆 ■ 、〃声、戸、〃酉、

５７５６５５５４
、＝夕、､グ、-ノ、－〃

岡
札
は
阿
蘇
・
南
郷
ば
か
り
で
な
く
、
矢
部
・
小
川
か
ら
熊
本
に
も
入
り
込
ん
で
来
て
、
何
の
支
障
も
な
く
通
用
し
て
い
る
状
況
を
窺
い
知

る
こ
と
が
出
来
る
。
照
本
藩
で
の
小
預
の
不
足
が
決
定
的
で
あ
っ
た
。

（
函
）
（
皿
）

藩
の
岡
札
防
止
策
と
関
連
あ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
に
、
丙
寅
四
月
限
（
慶
応
二
年
力
、
）
、
明
治
六
年
四
月
限
と
通
用
期
限
を
設
定

し
た
矢
部
郷
預
が
あ
る
．
こ
の
丙
寅
預
は
表
に
「
番
号
一
銭
預
売
匁
也
丙
寅
四
月
限
下
田
画
伴
画
野
尻
画
」
と
二
段
三
行

に
記
し
、
裏
に
「
矢
部
郷
通
用
」
の
印
と
保
証
印
を
捺
し
て
あ
る
。
明
治
の
預
は
表
に
「
預
一
銭
五
匁
明
治
六
年
四
月
限
下
田

画
伴
画
野
尻
画
」
と
同
じ
く
二
段
三
行
に
記
し
、
裏
は
丙
寅
預
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
発
行
資
任
者
と
ふ
ら
れ
る
三
名
は
、
下
田
氏
は
上

万
屋
、
伴
氏
は
大
黒
屋
、
野
尻
氏
は
備
前
屋
で
、
い
ず
れ
も
矢
部
浜
町
の
富
商
で
あ
る
。
岡
札
の
流
通
圏
の
う
ち
久
住
や
高
森
に
は
出
会
所
が

設
け
ら
れ
て
預
の
振
出
が
な
さ
れ
た
り
、
小
物
成
預
を
取
扱
っ
た
の
に
対
し
て
、
矢
部
浜
町
に
は
出
会
所
が
設
け
ら
れ
ず
、
代
り
に
商
家
に
よ

る
預
の
振
出
が
許
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
預
が
明
治
六
年
四
月
ま
で
の
通
用
で
あ
る
点
も
検
討
の
余
地
が
あ
り
相
で
、
今
後
の
課
題

と
云
え
る
だ
ろ
う
。

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

令
鋒
§
）

札
二
分
二
銭
一
一
一
四
銭
ヲ
ソ
ヘ
テ
ッ
リ
銭
ト
テ
出
候
ヌ
、
又
昨
末
六
月
小
川
丁
ニ
テ
、
又
ワ
ッ
カ
ノ
品
ヲ
求
候
二
、
同
岡
札
一
一
分
銭
サ
シ
ソ

ヘ
テ
ッ
リ
銭
ト
テ
ッ
カ
ワ
シ
申
候
一
一
付
、
其
後
試
ノ
為
二
同
二
ヶ
所
ニ
テ
右
岡
札
ヲ
以
テ
余
ノ
品
ヲ
求
候
二
、
無
異
儀
受
納
仕
候
二
付
甚

以
恐
怖
仕
、
此
辺
ニ
テ
モ
岡
札
通
用
仕
候
ヤ
ト
尋
候
一
一
、
小
川
丁
ハ
矢
部
ヲ
ウ
ケ
商
買
ヲ
ナ
シ
候
ニ
ョ
リ
岡
札
通
用
仕
候
へ
ト
モ
、
其
外

ハ
不
用
由
咽
申
侯
、
然
レ
ハ
矢
部
辺
ヨ
リ
ハ
常
を
岡
一
一
交
易
ヲ
ナ
シ
候
二
、
皆
金
銀
一
一
ア
ラ
ス
シ
テ
、
其
国
府
ノ
銀
札
・
ニ
カ
ヘ
候
ト
相
考

永
青
文
庫
蔵
「
御
勝
手
向
調
」

鹿
本
郡
鹿
央
町
、
多
田
隈
文
書
宝
暦
六
年
十
月
「
御
年
貢
払
目
録
」

『
熊
本
藩
町
政
史
料
屋
安
永
七
年
二
月
条

『
同
書
』
天
明
七
年
四
月
九
日
条



『
同
宙
』
天
明
六
年
十
月
六
日
条

－３１－

（
師
）
『
肥
後
文
献
鍍
窃
』

（
開
）
『
熊
本
藩
町
政
史
智

（
的
）
『
同
密
』
享
和
一
聖

（
、
）
『
藩
法
集
７
、
熊
十

（
、
）
『
同
書
』
享
和
一
室

（
泥
）
．
上
益
城
郡
矢
部
町
、

（
両
）
永
青
文
庫
蔵
「
度
圭

（
両
）
『
城
南
町
史
』
四
一

（
布
）
『
島
屋
日
記
』
、
享

（
布
）
前
出
『
旧
章
略
記
』

（
両
）
前
出
『
藩
法
集
７
、

（
稲
）
前
出
『
藩
法
集
７
、

（
団
）
『
同
書
』
天
明
七
年
四
月
二
九
日
条

（
砲
）
『
島
屋
日
記
』
天
明
七
年
五
月
一
八
日
の
条
に
「
其
夜
、
歩
札
会
所
初
古
町
・
新
町
歩
札
商
致
候
所
不
残
、
町
中
之
者
打
寄
、
打
く
っ
し
申
候
、
壱
丁

目
菊
屋
弥
吉
方
杯
へ
、
下
間
習
日
通
り
か
け
二
見
込
申
候
処
、
言
語
道
断
之
様
子
二
見
へ
申
侯
、
万
屋
・
綿
屋
杯
と
申
者
、
別
而
打
く
っ
し
申
候
…
…
其

後
川
尻
二
四
五
軒
、
宇
土
も
二
一
一
一
軒
、
小
川
三
軒
打
く
っ
し
申
候
由
」
と
あ
る
。

（
閃
）
町
家
銀
銭
預
が
御
銀
所
預
へ
影
轡
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
御
銀
所
預
の
記
戚
を
ふ
れ
ば
一
見
瞭
然
で
あ
る
。

（
“
）
照
本
県
立
図
笹
館
蔵
上
妻
文
庫
「
御
勝
手
向
し
ら
べ
」

（
筋
）
永
青
文
庫
蔵
「
宝
暦
以
来
御
勝
手
向
御
繰
合
之
御
模
様
大
概
調
帳
」

（
“
）
寛
政
四
年
の
御
銀
所
預
の
種
類
に
つ
い
て
、
「
役
員
蹟
覧
」
（
永
腎
文
庫
蔵
）
は
「
此
度
御
賦
銭
千
貫
目
程
之
御
手
当
格
別
被
備
匝
、
御
銀
所
二
者
右
之

高
を
拾
匁
・
弐
拾
目
．
三
拾
目
叱
五
拾
目
・
百
目
・
壱
貫
目
之
段
分
ケ
之
預
被
澄
、
現
銭
も
預
り
も
現
二
打
混
差
引
仕
、
預
望
之
ヶ
所
え
相
渡
勿
論

諸
上
納
二
被
立
下
、
且
右
預
を
差
出
、
銭
引
替
ハ
望
出
次
第
相
渡
」
（
寛
政
四
年
八
月
達
帳
）
と
拾
匁
か
ら
一
貫
目
の
高
額
の
預
と
す
る
の
に
対
し
て
、

寛
政
四
年
十
月
御
達
で
は
「
此
度
御
仕
法
被
改
、
現
銭
受
取
方
は
や
は
り
是
迄
之
通
一
一
て
被
差
歴
、
向
後
一
統
便
利
之
た
め
小
預
を
被
備
歴
、
諸
渡
方
之

内
預
を
望
侯
ハ
、
現
銭
同
様
即
座
々
々
渡
方
被
仰
付
、
勿
論
追
て
銭
引
替
受
取
度
分
ハ
是
又
早
速
点
々
現
銭
一
一
引
替
被
渡
下
、
町
在
よ
り
之
賭
上
納
一
一

も
右
預
を
以
被
立
下
筈
候
事
」
（
『
藩
法
集
７
順
本
藩
』
）
と
小
預
脱
を
と
っ
て
い
る
。

（
師
）
『
肥
後
文
献
鍍
窃
』
一
、
二
○
一
頁

（
開
）
『
熊
本
藩
町
政
史
料
』
二
、
寛
政
十
一
年
九
月
二
十
七
日
条

（
的
）
『
同
密
』
享
和
元
年
九
月
の
条

（
、
）
『
藩
法
集
７
、
熊
本
藩
』
享
和
二
年
三
月
連

〃画、〃画、〃画、グ画、〃画、

６２６１６０５９５８
，画／、写グ幹グ、国夕、＝

頗
本
藩
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け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

『
同
書
』
享
和
二
年
五
月
達

一
益
城
郡
矢
部
町
、
男
成
文

『
同
宙
』
天
明
七
年
三
月
五
日
条

『
同
宙
』
天
明
六
年
三
月
一
一
八
日
条

矢
部
町
、
男
成
文
密
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
享
和
元
年
十
二
月
の
頃
棚
外

蔵
「
度
支
年
譜
」

四
二
二
頁

享
和
四
年
正
月
の
条
に

照
本
藩
』
文
化
六
年
十
二
月
二
十
七
日
連

熊
本
藩
』
文
化
七
年
二
月
八
日
条

「
御
銀
所
預
鳥
目
同
前
」
と
あ
る



永
青
文
庫
蔵
「
密
書
職
録
」
人
六
八
六

『
照
本
藩
年
表
稿
』
弘
化
三
年
閏
五
月
条

－３２－

〆再、グ画、

1m１００
，－グ、画〆

〆酉、グー、グ富、

９９９８９７
、－〃、＝、画〃

〆画、グ宮、〃画、グ南、'酉、グー、戸、グ毎、グ画、

９６９５９４９３９２９１９０８９８８
､＝グ、＝、=グ、＝夕、=夕、写〃、画夕、.〃、＝〃

（
ね
）
『
館
本
藩

（
即
）
永
青
文
庫

（
別
）
『
熊
本
藩

（
肥
）
『
同
宙
』

（
鯛
）
『
同
密
』

（
別
）
『
熊
本
藩

（
鯛
）
『
同
宙
』

（
妬
）
『
藩
法
集

（
師
）
永
腎
文
庫

男
成
文
喪
「
郷
党
拾
穂
記
」
享
和
四
年
条
に
「
豊
後
竹
田
一
一
モ
札
流
布
ス
、
コ
ク
札
ト
云
ヨ
シ
、
此
札
ハ
売
分
ヨ
リ
有
り
、
当
国
黄
之
銀
札
一
一
同
シ
、

岡
札
ト
モ
云
ヨ
シ
、
当
町
迄
モ
求
ル
、
馬
見
原
・
高
森
・
阿
蘇
方
専
ラ
流
布
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
岡
札
の
防
方
に
つ
い
て
、
中
山
市
之
進
は
「
当
時
は
御

隣
領
も
薩
摩
・
求
麻
を
除
申
候
而
ハ
銀
札
・
穀
札
通
用
の
事
御
座
候
ヘ
ハ
、
岡
銀
札
等
入
込
申
候
を
其
防
方
一
一
は
現
銭
を
備
へ
ほ
れ
候
儀
一
一
候
ヘ
ハ
無

子
細
事
一
こ
と
述
べ
て
い
る
。
岡
札
の
通
用
が
広
汎
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

上
益
城
郡
矢
部
町
、
井
手
文
宙
「
後
年
見
合
密
笹
」

子
細
事
一
こ
と
述
べ
て
い
る

上
益
城
郡
矢
部
町
、
井
手
｛

井
手
文
喪
「
諸
帳
面
合
冊
」

侯
」
と
の
べ
て
い
る
。

『
藩
法
集
７
照
本
藩
』
文
政
四
年
六
条

永
腎
文
庫
蔵
「
覚
」
に
「
臨
時
の
支
出
多
く
郡
方
預
振
出
二
二
○
○
貫
の
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
一
五
○
貧
の
備
し
か
な
い
た
め
、
右
備
出
来
る
ま
で
い
さ

さ
か
な
り
と
碍
酌
願
い
た
し
」
（
照
本
藩
年
表
稿
』
）
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。

『
熊
本
藩
年
表
稿
』
文
政
四
年
十
一
月
十
七
日
条

『
度
支
年
譜
』
『
本
藩
年
表
』
文
政
十
一
年
条

『
同
宙
』
『
照
本
藩
年
表
稿
』
天
保
元
年
四
月
条

『
同
宙
』
安
政
四
年
二
月
の
条
、
宙
込
象

永
青
文
庫
蔵
「
文
化
六
年
覚
帳
」
相
馬
勘
丈
夫
は
御
国
中
江
入
込
居
候
岡
札
高
之
儀
究
而
は
難
申
上
御
座
候
得
共
弐
千
貫
位
は
可
有
の
裁
と
大
見
渡
仕

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

『
藩
法
集
７
照
本
藩
』
文
政

『
同
喪
』
文
政
七
年
十
一
月
条

『
照
本
藩
年
表
稿
』
弘
化
三
年
閏
五
月

『
島
屋
日
記
』
嘉
永
八
年
二
月
十
日
条

『
熊
本
藩
年
表
稿
』
弘
化
元
年
条

『
同
宙
』
文
政
三
年
条

『
同
密
』
文
化
十
二
年
七
月
朔
日
条

『
熊
本
藩
年
表
稿
』
文
化
十
二
年
五
月
条

藩
町
政
史
料
』
二
、
文
化
七
年
五
月
十
四
日
条

庫
蔵
「
度
支
蕊
函
内
篇
二
」
稜
々
立
会
し
ら
へ

藩
町
政
史
料
』
二
、
文
化
十
年
七
月
「
乍
恐
御
内
意
申
上
覚
」

照
本
藩
』
文
政
七
年
二
月
二
十
八
日
条
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お
わ
り
に

熊
本
藩
の
藩
札
通
用
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
藩
財
政
窮
乏
化
の
な
か
で
、
す
で
に
承
応
年
間
に
御
用
商
人
か
ら
藩
札
発
行
が
献
策
さ
れ
た

こ
と
、
し
か
る
に
藩
札
が
実
現
を
み
た
の
は
宝
永
元
年
で
あ
っ
た
こ
と
、
初
期
の
銀
札
通
用
に
対
し
て
、
後
期
寛
政
四
年
以
降
は
御
銀
所
預
と

い
う
形
で
、
し
か
も
匁
銭
札
と
し
て
発
行
さ
れ
た
、
両
者
を
つ
な
ぐ
宝
暦
・
明
和
期
に
は
町
家
銀
銭
預
と
い
う
形
で
の
民
間
の
預
が
通
用
し
た

点
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
熊
本
藩
の
藩
札
通
用
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
問
題
は
少
な
く
な
い
。
一
貫
し
て
発
行
の
主
体
は
御
銀
所

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
実
務
の
担
当
は
い
か
な
る
形
で
あ
る
の
か
、
地
域
で
の
通
用
に
は
前
期
に
札
座
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
が
、
御
銀

所
預
の
場
合
、
御
銀
所
と
札
座
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
手
永
会
所
で
の
御
銀
所
預
の
請
払
い
の
機
能
は
い
か
な
る
の
か
。
関
連
し
て
幕

末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
通
用
し
た
矢
部
郷
札
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
手
永
会
所
（
郷
）
の
発
行
な
の
か
、
私
札
な
の
か
、
も
し
郷
札

で
あ
れ
ば
藩
札
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
夕

本
研
究
は
藩
札
発
行
の
経
過
を
迫
っ
た
結
果
、
藩
財
政
に
お
け
る
藩
札
の
役
割
、
藩
財
政
担
当
者
の
藩
札
発
行
へ
の
期
待
、
実
生
活
に
お
け

る
藩
札
の
実
態
な
ど
基
本
的
な
問
題
に
は
ふ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
す
べ
て
今
後
の
問
題
と
し
て
報
告
を
終
え
た
い
．

本
稿
は
平
成
元
年
度
日
本
銀
行
金
融
研
究
所
委
託
研
究
「
熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
史
料
収
集
と
研
究
」
の
一
部
で
あ
る
。

グ画、グ酉、グー

104103102
,-夕、画夕、写グ

熊
本
藩
に
お
け
る
藩
札
の
発
行
（
松
本
）

永
青
文
庫
蔵
「
上
書
」
の
う
ち
「
上
野
亀
右
衛
門
上
書
」

橋
詰
武
彦
『
照
本
領
古
札
図
録
』
二
三
頁

上
益
城
郡
矢
部
町
、
下
田
氏
蔵
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